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I児童虐待防止関連事業等について  
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都道府県別児童相談所及び一時保護所設置状況  
（単位：か所）  

19年  20年  増△減数  

都道府県  
政令指定都市  

児童相談所設置市  

児童相談所  一時保護所  児童相談所  一時保護所  児童相談所  一時保護所   

北海道   8   8   8   8   0   0   

青森県   6   6   0   0   

岩手県   3   3   3   3   0   0   

宮城県   3   3   0   0   

秋田県   3   3   0   0   

山形県   2   2   2   2   0   0   

福島県   4   3   4   3   0   0   

茨城県   3   3   0   0   

栃木県   3   3   0   0   

群馬県   3   3   0   0   

埼玉県   6   3   6   3   0   0   

千葉県   6   5   6   5   0   0   

東京都   5   5   0   0   

神奈川県   5   3   5   3   0   0   

新潟県   5   3   5   3   0   0   

富山県   2   2   2   2   0   0   

石川県   2   2   2   2   0   0   

福井県   2   2   2   2   0   0   

山梨県   2   2   2   2   0   0   

長野県   5   2   5   2   0   0   

岐阜県   2   5   2   0   0   

静岡県   4   2   4   2   0   0   

愛知県   9   10   0   

三重県   5   2   5   2   0   0   

滋賀県   2   2   2   2   0   0   

京都府   3   3   3   3   0   0   

大阪府   6   6   0   0   

兵庫県   4   4   0   0   

奈良県   2   2   0   0   

和歌山県   2   2   0   0   

鳥取県   3   3   3   3   0   0   

島根県   4   4   4   4   0   0   

岡山県   3   2   3   2   0   0   

広島県   3   2   3   2   0   0   

山口県   5   5   0   0   

徳島県   3   3   0   0   

香川県   2   2   0   0   

愛媛県   3   3   3   3   0   0   

高知県   2   2   0   0   

福岡県   4   4   4   4   0   0   

佐賀県   0   0   

長崎県   2   2   2   2   0   0   

熊本県   2   2   0   0   

大分県   2   2   0   0   

宮崎県   3   3   3   3   0   0   

鹿児島県   3   2   3   2   0   0   

沖縄県   2   2   0   0   

札幌市   0   0   

仙台市   0   0   

さいたま市   0   0   

千葉市   0   0   

ぎ‥・   3   2   4   3   

川崎市   2   2   0   0   

新潟市   0   0   

静岡市   0   0   

浜松市   0   0   

名古屋市   0   0   

京都市   0   0   

大阪市   0   0   

堺市   0   0   

神戸市   0   0   

広島市   0   0   

北九州市   0   0   

福岡市   0   0   

横須賀市   0   0   

金沢市   1 0  0   0   0   

合 計   195   116   197 120  2 4   

※各年4月1日現在  
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児童虐待相談対応件数等  児童相談所における  

1．児童相談所における児童虐待相談件数  

平成19年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数  

40，618件（速報値）  

【参考】児童虐待相談対応件数の推移  

年 度  平成12年度  平成13年度  平成14年度  平成15年度  平成16年度  平成17年度  平成18年度   

件 数  17，725  23，274  23，738  26，569  33，408  34，472  37，323   
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児童相談所における児童虐待相談対応件数（、対前年喪比較、都道府県別）  2  

児童相談所対応件数  対前年度増減率  

18年度   19年度  対前年度増減   

（速手引直）  

海連   βや4   939   146 

秦県   332   里旦   寧2   1，25   

手県   革p亭   亭寧8   ▲15   ．5   

城堤   阜軍革   β旦革   ・   

甲 県   1寧旦   阜竺9   申3   1．34   

形 県   1享9   革2や   95   

亀県   革5（）   2鱒   1二旦7   

喝県   叫6   5旦年   ▲阜9   

本県   阜享1   477   ▲1†   9・些   

馬 581   6？1   里   ■   

玉県   1，923   1．革旦室   事革 q二些   

菓県   1，287   1，．型卓   即8   ・2   

泰都   3265   3．307   竺2   1．01   

奈Jll県   1，497   tこ旦了9   182   iセ   

最県   67阜   萱埠声   ▲130   P二軍1   

担 県   軍阜0   336   7§   ・   

川 県   129   箪   鱒   

井 県   242   182   ▲60   0．75   
梨牒   ヨpや   卓4P   鱒   

野 県   阜竺7   ▲〕革   ・   

阜 県   卓ヨ0   51   

嘩県   担j   旦些   ▲143   ・   

鱒 県   旦21   卵5   ・   

蔓握   5星空   箪7  3  1＝91   
賀 県   709   53   1・0   

都府   459   482   2声   

阻牒   ？，1鱒   ち旦97   ▲198   

厚県   」，p8p   1．q阜蔓   ▲47   096 

良 県   q声？   112   

歌坦県   31§   45プ   141   リ与   

卑見   75   ヰ28   

臥県   1印   ▲t箪  88   

山 県   1，0亭9   1．q4β  9  1・0   

島県   961   1tリ4  213   ・22   

ロ県   3pウ   282   ▲2～   0・   

鼻県   2鱒   声43   1P7   145 

川 県   や20   46弓   48   1・   

媛 県   258   27寧   20   

鱒 県   14阜   1声8   108 

同 県   84～   室軍1   ■早1   09   

賀 県   114   107 ◆   

崎 県   223   196   ▲㍗   

本 県   2寧7   3鱒   33   

分 県   53   
蔓草7   t3   P・鱒   

鱒 県   22p   195   Ir 251 0・   

児島 県   84   149   5§   1・9プ   

364   440   76   1・革1   

310   旦7寧   1§8   ・4   

縄痕          塀 市  ？19   些9   ・4   

′＼たま市   424   竺フ3   や9   し12   

葉 市   27革   阜β4   92   ・4   

葵 市   1．鱒5   2，0型   6鱒   

4旦9   早鱒   亭7   1・  

潟市  乙準  2鱒  

7  

崎示  〕坦  

古屋市   850  8与亘  4  

市   5鱒  二一軍P   0・   

阪市   プβ8   旦〕ヨ   1鱒   1 16 

右   4qp   萱草寧   188   147 

戸 市   き些）   ・   

市   旦夕フ   4鱒   ▲141   ・   

九州 市   456   430   皐26   

由市   35寧   ▲67   

須賀 市   2写6   326   100   1，44   
東右   122   

国   37，323   40，618   3．295   1．09   
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※平成18年度に値のない新潟市、浜松市については、属する県に計上  
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スーパ【パイザーの配置状況  

スパーバイザ  スーババイザ，   対前年  

の配置員数   の配置員数   増減人員  

〔204＝  D  し1941） E   （D巨）   

北海道   
8   

U   

青森県   8   3   

岩手県   5   4   

宮城県   
8 _ 9  ▲1   

秋田県   1   ▲ 2   

山形県   2   3   ▲1   

福島県   8   8   0   

茨城県   13   1   

栃木県   10   9   

群馬県   ）   ▲1   

埼玉県   15   0   

干葉県   6   

東京都   14   13   

神奈川県   20   20   0   

新潟県   7   0   

富山県   
4   4   0   

石川県   0   

福井県   3   0   

山梨県   2   

長野県   6   ▲1   

岐阜県   0   0   D   

静岡県   9   8   

愛知県   14   13   

三重県   5   

滋賀県   6   5   

京都府   4   4   0   

大阪府   31   28   3   

兵庫県   6   6   0   

奈良県   3   4   ▲1   

和歌山県   6   5   

鳥取県   9   

島根県   9   0   0   

岡山県   0   

広島県   0   

山口県   9   10   ▲1   

徳島県   4   4   0   

香川県   8   8   0   

愛媛県   

高知県   8   5   3   

福岡県   15   15   0   

佐賀県   0   

長崎県   8   5   

熊本県   0   

大分県   8   8   0   

宮崎県   3   3   0   

鹿児島県   9   7   

沖縄県   5   〇   0   

札幌市   6   6   0   

仙台市   D   

さいたま市   0   

干葉市   0   

横浜市   16   16   0   

川崎市   4   4   0   

新潟市   3   0   

静岡市   0   

浜松市   3   

名古屋市   14   10   4   

京都市   10   10   0   

大阪市   8   8   D   

堺市   0   

神戸市  4  4  0  広島市  同  同  0  北九州市  4  3  l  福間市  田  4  ▲1  横須賀市  0  ロ  ▲1  金沢市  山  口  D  合計  453  410  43   
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児童相談所における夜間t休日の相談体制  

○ 児童虐待防止等の観点から、全国どこにいても、いつでも相談が可能な体制を整備するため、「子ども・子育  
て応援プラン」（平成16年12月決定）において、全ての都道府県■指定都市で児童相談所における夜間・休日の  
相談体制（電話対応）の整備を図ることが目標として掲げられた。   

○ 平成20年4月1日現在、全ての児童相談所において何らかの措置が講じられている（全児童相談所数：197  
か所）。具体的な対応方法は以下のとおり。  

【電話相談の受付体制】   

・電話に出る者については、「別の児童相談所の相談窓口が案内される」が28．9％と最も多く、次いで「守衛など相談業務に関  
連しない者」が22．8％であった。  

夜間一休日における電言古木目言炎の受イ寸体制  

57力ヽ所（28＿9％）  別の児童相言炎所の不日言炎窓口力く案内される  

守律子等、相言炎業ヲ琶に閏イ系しない者力ヾ電話に出る   

一時イ呆言隻所職員力く電言吉に出る   

J児童相言炎所職員カミ電言吉に出る   

職員の携帯や自宅に車云送   

民間の木目言炎機関の者力ヾ電吉吉I二出る   

そのイ也   

OD  

18カ、所（9．1％）  

【電話相談への対応】   

・電話相談への対応は、おおむね当日中に対応。  

夜間・休Eヨlニおlナる電吉吉本日吉炎への対応  

192力ヽ所（97＿5％）   原貝り、当 日 中†二対応  

翌日以ド葦lこヌ寸応  

そのイt巨（内容l二応じてなと、）  

1力ヽ所（0．5％）  

4力ヽ所（2＿0㌔）  



児童相談所における虐待対応のための協力医療機関との協力ー連携状況  

○ 児童虐待に対する医療的ケアの重要性にかんがみ、「子ども・子育て応援プラン」（平成16年12月決定）にお   
いて、全ての都道府県■指定都市で児童相談所における地域の医療機関との協力・連携体制の充実を図ること   
が目標として掲げられた。  

童   

自治体名  対応済  未対応  自治体名  対応済  未対応  

山口県   0   5  横浜市   4   0   

徳島県   3   0  川崎市   2   0   

香川県   2   0  新潟市   0   

愛媛県   0   3  静岡市   0   

高知県   2   0  浜松市   0   

福岡県   3   名古屋市   0   

佐賀県   0  京都市   0   

長崎県   0   2  大阪市   0   

熊本県   堺市   0   

大分県   2   0  神戸市   0   

宮崎県   3   0  広島市   0   

鹿児島県   3   0  北九州市   0   

沖縄県   2   0  福同市   0   

札幌市   C  横須賀市   0   

仙台市   0  金沢市   0   

さいたま市   0  合 計   156   41   

千葉市   0  

○ 平成20年4月1日現在、156か所（79．2％）の児   

【都道府県別の状況】  

自治体名  対応済  未対応   

福井県   2   0   

山梨県   2   0   

長野県   0   5   

岐阜県   5   0   

静岡県   4   0   

愛知県   9   

三重県   5   0   

滋賀県   0   2   

京都府   3   0   

大阪府   6   0   

兵庫県   4   0   

奈良県   2   0   

和歌山県   

鳥取県   3   ○   

島根県   4   0   

岡山県   3   0   

広島県   3   0   

自治体名  対応済  未対応  

北海道   8   0  

青森県   2   4  

岩手県   3   0  

宮城県   3   0  

秋田県   3   0  

山形県   2   0  

福島県   4   0  

茨城県   3   0  

栃木県   3   0  

群馬県   3   0  

埼玉県   6   0  

千葉県   6   0  

東京都   0  

神奈川県   4  

新潟県   4  

富山県   2   0  

石川県   2   0  

くj⊃  



都道府県等別 児童相談所における警察官・教員等の配置状況  
（単位・人）  



＝一＝こ  児童福祉司として配置  
政令指定都市  

児童指導員として配置  電話相談員として配置  その他  合  計  

児童相談所設置市                           警察官  警察官OB  教員   教員OB  警察官  警察官OB  教員  教員OB  警察官  警察官OB  教員  教員OB  警察官  警察官OB  教員  教員OB  警察官  警察官OB  教員  教員OB   

沖縄県  

札幌市  

仙台市  

さいたま市  
4  4  

千葉市  2  2  

横浜市  5  5   

川崎市  

新潟市  2  3   

静岡市  

浜松市  

名古屋市  

2  

京都市  

大阪市  

堺市  2  4  2  4   

神戸市  2  2   

広島市  2  

北九州市  

3  

2  6  3   6   

福同市  3   2  

横須賀市  

2   3   3  

2  2   

54   0   44   16   0   3   0   18   0   7   26   43   2   77   

※ 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課調べ（平成20年4月1日現在）   



「児童虐待防止対策支援事業について」（通知）  

電工皇紀驚第n5∩ユ00こぅ号  

′【）丈 2 0iヒ 5 fj l 巨〕  
闇 享蓋†旦 ノ三 首里 日日 1 ′R二 111」⊥「  

「平成21隼12ノL】31日まで1  

「軌 道 r」7」L 県  

‡  児童福祉主管訂 洪ま   
警視庁生ほ安全部長  

各道杯f県警察本部長 殿  

各 方 面 本 部 長  

警察庁丁少発第102号  

平成20年 －1H 21巨］  

警察庁生活安全局少年課長  

写生労働竃置鞘均等・骨壷家庭局総務儲長  
「掌生方働省が所管する「児童虐待防止対策支魔事業」ノ＼の協力について   

標記の件については、厚生労働省において「児童虐待防止対策支援事業実施要  

綱」（以下「要綱」という」を定め、平城17年1月1日から実施されているところで  

あるか、先般、要綱の改正があり、警察庁に対して別添のとおり依頼がなされた   

本事業は、児童相談所が地域の医療、法律その他の専門機関や職種の協力を得て、  

高度で専門的な判断が必要となるケーースヘの対応が可能となる体制を確保するとと  

もに、相談機能を強化し／、もって了・どモ〕し7）福祉の向上を図r5二とそ二日的∴実施され  

るらのであり、要綱で示された事業し7）うち  

C一 法的対応機能強化事業  

スーーパ」一バイズ・ 権利擁護機能強化事業  

′、、一時保護機能強化事業  

（7うこう事業について、警察官OB等実務経験者の援助を得ることがてきることとさ′れ  

ノミ壷虐待沃11ヒス寸策支援事業；ニノ1∴   

児童虐待防」二につさましてご高配を瞞り厚く御子L申し上け圭す√   

標記事業J′〕実施について（主、【ソニ壷虐待「沃土ヒ対策支援事業ン〕実り乙・三（ニノ：いて平成1て、イド5  

月2口畑ナ雇児うさ第0502「〕（ノ1㌢写生労働省雇用均等・し【三養家起句昆通裾 ソ川場 【しモ重層  

待Ⅵ正対策支援事業実施要綱」（以下 j要吼 とし、う〔ノ にこり夫′ナ1日十る二王とL、また、  
平日文20牛こう月31口付け雇児発第03こう1014弓－ノ草生労働省雇持出等・児童家長句長連乳により  

そク／卜一部を改正Lたところですが、児童相談体制告亜化L’ノ観点∴、J∴ 下記り、点∴留意され  
つつ、より積極的なⅠモ（扱いをお願し、します′J  

きコ  

1 要柑改正L7」主な内容は次ソ〕とおりであること 

（1ニー 児童福祉司任用資格灘得し丁ノたれル研誓（講習会）にぉいて、十川け卜′り‡三島用談†′締り   
ノ〕強化Cりたり）、市町村の職牒（要保言車児豪君策調整機閑ニー）職員を子＝∴－ う二受講′ノノオナ  

象者として漬加Lたこと。  

（こ三）法的対ノに二機能強化事業、スーー・パーノ／、 イス∴権利擁諸機能強化事業、時保護機能強  

た。   

上記事業における警察官OB等の援助内容の詳細は要綱に示されている′つ；、警察  

官0と∃が各自治体の児童相談所の非常勤職員として採片されるこごにより、  

こ 都道府県知事（児童相談所職員）が行う臨検・捜索刀許可休講求や、接近禁  

止命令等手続きの迅速な対応  

○ 虐待事案の危険度や緊急度についてノ）的確甘利斬及び警察とL7つ連携強化  

などか臣Jられることが期待されるし   

ついては、各都道府県の児童溌臼止主管課から、本事業へJ〕警察首OB等の採制こ  

ついて相談があった場合には、生活安全部門と警務（人事）部門が連携を図り、実務  

能力を・備えた優秀な人材を人選するなど、児鼓虐待防止対策支援事業に協力するょ  

う配慮されたいe   

なお、本通達については警熱1＝長官官房人事課と協議済みであることを申し添え  

る   

化事業において、警察官0  
を行う 二rl二とし∴仁二と  

B等1－トル援勅を得られそ∴二う†本制整備㌢けう場合も期成  

′：i：一 旦〃〕助成に当たってしり事前ノ」協議をノ写吉⊥ヒL、業務力脊索化を二三遥／つプ丁二とり  

2 1ノ）（2）に聞達して、今般、別1奈ソ〕王寺ニー、警察庁ニ㌢三治安土局ニレ午課長カ、仁、、警上見   

庁生活安全部長、各遥町県警察本部長等宛r〔に r厚生労働省が所管する「児童虐待防止   

対策支援事業」、1プ〕脇／コにういて」fこ成ご0年1j121さ］付警察け丁′メ発第102号）か通知   

さjL周知か図られたところである  
児童虐待爪対応については、りモ壷虐待細工ナiLヒ▲事に閲すろ1上三澤及び児這福祉法レリー翫   

を改正する法律j ぴ〕方缶行に伴い臨検一捜索制度が設けられるなど、警察としり連携が上り  

同量要ヒなるゾ）で、標記事業  皇迫盟⊥三屋黍長月旦生見坦主  二は、各都道府県  

常盤太郡主管課に悼けヰ凍恒、優秀九人科し7ノ催イi‡に享子ム′J乙／亡二＼し日量虐絹畑紆応強化∵  

ついて碩†毎的な軋組を図られたし、  



地方分権改革推進委員会 第1次勧告の内容  

［児童相談所関連部分］  

地方分権改革推進委員会 第1次勧告（抄）  

〔 

平成20年5月28日  
地方分権改革推進委員会  

第2章 重点行政分野の抜本的見直し  
（1）くらしづくり分野関係  

【保健所一児童相談所】  

I‾‾‾‾‾‾‾‾●‾tt‾‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾－‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 「  

市町村合併の進展等により、都道府県の保健所の管轄区域が「虫食い」、「飛び  
地」のような状態となっているところもある。住民の利便性向上等の観点から、保健  
所について、市町村への権限移譲を進めるとともに、広域連合等の共同処理方式  
による設置についても検討する必要がある。   

（中略）  

児童相談所についても、市町村への権限移譲を進める。  
し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿】   

○働 こは速や力、に指定を 行うなど、児童相 
置市の政令による指定手続等を見直すこととする。   



一時保護所の環境改善について  

1．一時保護施設等緊急整備計画  

一時保護の現状  
地域ごとに見ると・■・  

16年度   17年度   18年度   

平均在所日数   22．4日   24．3日   25，9日   

定員   2，333人  2，472人   2，477人   

1日当たり保護人員  1，158人  1，207人   1，320人   

0．約3割の自治体において、定員を超 えて「時保護   

【定員を超える状況にある一時保護施設を有する自治体数】  

（18年）  （19年）  

23自治体［34．8％］ → 21自治体［31．8％］  

※［］内は児童相談所設置自治体数に占める割合  

緊急整備計画の策定  

1．計画の概要   

互選脚 台体lこついては、遅くとも平成21年度産までlこ一時保護施設の定員  

不足を解消す るための改善計画（「時保護施設等緊急整備計画、）を策定、  

；1．緊急整備計画策定自治体への特例措置  
；（1）ハード交付金の優先採択  

；（2）緊急整備計画期間中、児童養護施設等において認可定員超過による一時保護を容認  
l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．．．．．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
l■■‾‾‾‾－－■■■‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾蠣‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

l ：2．定員を超えて一時保護を行った日数が60日以上の一時保護施設を有する自治体への措置  
； 以下の補助事業の交付に当たって、緊急整備計画の策定を条件とする。  

（1）一時保護施設整備の補助（ハード交付金）  
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（2）児童虐待・DV対策等補助金のうち「一時保護機能強化事業」  と「24時間－365日  業
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2．計画の策定状況  

○ 緊急整備計画策定自治体・＝17自治体  
○ 平成21年度末までの定員解消計画（定員の増員数）   

［一時保護施設：134名、児童養護施設：161名、地域小規模児童養護施設：102名、里親関係：86名、乳児院：20名、その他：30名］   



［参考］ 

都道府県等別一時保護所における平均在所日数  

○ 平均在所日数 ＝ 年間延日数／年間対応件数  
○ 全国平均値：25．9日   

（参考）一時保護の期間は原則として2か月を超えてはならないとされている。  

北青岩苫秋山福茨栃群埼千乗神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和島島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖札仙さ千横川静名京大神広北福  

海森手城田形島城木馬玉葉京奈潟山jll井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌取根山島口島川嬢知岡賀崎本分崎児縄幌台い菓浜崎岡古都阪戸島九同  

道県県県県県県県県県県県都川県県県県県県県県県県県府府県県山県県県県県県県県県県県県県県県島県市市た市市市市屋市市市市州市  

県  県  県  ま  市  市  

市   

【出典】福祉行政報告例（厚生労働省大臣官房統計情報部）［平成18年度］   



2．個別対応のための環境改善  

「子ども・子育  ○ 一時保護中の子どもが安全で安心して過ごせる環  

眈
轍
抑
 
 
 

（平成16年12月決定）において、全  都道府  ての  

合処遇の状況の改善や非行  

○ 混合処遇の改善や、個別対応できる居室等を有する一時保護所の数：47か所（39．2％）  

※平成20年4月1日現在  
【都道府県別状況】  

自治体名  対応済  未対応  自治体名  対応済  未対応  自治体名  対応済  未対応  

福井県   2   0  山口県   0   横浜市   3   0   

山梨県   徳島県   0  川崎市   0   

長野県   0   2  香川県   0  新潟市   0   

岐阜県   ／‾1 凹   ′） ▲＿．  愛媛県   0   3  静岡市   0   

0   2  静岡県  高知県   0  浜松市   0   

愛知県   0  福岡県   2   2  名古屋市   0   

三重県   佐賀県   0  京都市   0   

滋賀県   0   2  長崎県   2   0  大阪市   0   

京都府   2  熊本県   0   堺市   0   

大阪府   0  大分県   0   神戸市   0   

兵庫県  0  宮崎県   3   0  広島市   0   

奈良県  0   鹿児島県   0   2  北九州市   0  

和歌山県  0   沖縄県   0  福岡市   0  

鳥取県   0   3  札幌市   0  横須賀市   0   

島根県  0   4  仙台市   0   金沢市   0   0  

同山県  0  2  さいたま市   0   合 計   47   73  

広島県  0  2  千葉市   0  

自治体名  対応済  未対応   

北海道   7   

青森県   0   

岩手県   0   3   

宮城県   ○   1  

秋田県   0   

山形県   0   2   

福島県   0   3   

茨城県   0   

栃木県   0   

群馬県   0   

埼玉県   0   3   

千葉県   4   

東京都   5   0   

神奈川県   2   

新潟県   0   3   

冨山県   2   0   

石川県   2   0  



児童相談所運営指針における子どもの行動自由の制限   

児童相談所の運営につきましては、「児童相談所運営指針」（平成2年3月  

5日 児発第133号）に基づき実施していただいているところであり、その  

中において、一時保護の実施について、入所した子どもを自由な環境の中で落  

ち着かせるため、環境、援助方法等に十分留意することとなっている。  

（参考）児童相談所運営指針抜粋   

第5章 第1節  

4．行動自由の制限  

（1）行動自由の制限  

一時保護中は、入所した子どもを自由な環境の中で落ち着か  

せるため、環境、援助方法等について十分留意する。無断外出  

が頻繁である等の理由により例外的に行動自由の制限を行う場  

合においても、できるだけ短時間の制限とする。  

（2）制限の決定  

行動自由の制限の決定は、判定会議等において慎重に検討し  

た上で児童相談所長が行う。なお、このことについては必ず記  

録に留めておく。  

（3）制限の程度  

子どもに対して行い得る行動自由の制限の程度は、自由に出  

入りのできない建物内に子どもを置くという程度までであり、  

子どもの身体の自由を直接的に拘束すること、子どもを一人ず  

つ鍵をかけた個室におくことはできない。  

－1了－   



雇児総発第0424001号   

平成20年4月24日  

都道府県  

指定都市  

中 核 市  

市区町村  

民生主管部（局）長 殿  

」‾ l  ニ十        こ，lニニ… ：1二二→・－∴1   

二⊥＝＝ニュニニ ー・誉【  

、 」璧禁鳥  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課  

平成20年度次世代育成支援対策施設整備交付金に係る整備計画の評価方針等について   

当局所管の児童福祉施設等の整備については、「平成20年度次世代育成支援対策施設  

整備交付金に係る協議等について」（平成20年4月24日付け雇児発第0424001号厚生労働省  

雇用均等・児童家庭局長通知）の整備計画の評価方針及び協議対象施設の選定等のほか、   

下記事項を評価する方針であるので、これらを十分に踏まえ、真に必要と認められるもの   

に厳選し、協議されるようお願いする。  

記  

1 児童福祉施設等の整備に係る予算について  

児童福祉施設等に係る施設整備については、都道府県■市区町村行動計画を基に策   

定する整備計画に基づく施設の整備を推進し、次世代育成支援対策の充実を図るため、  

平成20年度予算においては、約137億円を計上したところである。  

平成20年度における交付金の協議にあっては、厳しい財政状況の中、限られた財   

源を効果的かつ有効に活用する見地から、整備計画の内容を十分に精査した上で、真   

に必要な施設整備に厳選されるとともに、整備計画に盛り込む各々の施設の妥当性や  

評価方針との整合性及び法人審査についても万全を期されたい。  

ー18－   



2 整備計画の評価方針について  

平成20年度においては、次の事項を基本として交付金における整備計画を評価す  

ることとしているので、都道府県・市区町村にあっては、その内容を確認し、整備計  

画内容を十分に精査し、真に必要と認められるものに厳選し、協議されたい。  

（1）一時保護施設については、「子ども・子育て応援プラン」を踏まえ、虐待を受け  

た子どもと非行児童との混合処遇の改善や非行児童に個別対応できる居室等の改善  

を行う整備を推進する。  

また、虐待を受けた子どもの保護が増加してきており、恒常的な定員超過が見ら  

れることから、平成21年度までに「一時保護施設等緊急整備計画」に基づく整備  

の推進を図る。  

（2）児童入所施設等については、「子ども・子育て応援プラン」を踏まえ、児童養護  

施設等の小規模ケア化のための整備や、情緒障害児短期治療施設、児童家庭支援セ  

ンターの設置の促進を図るとともに、建設後相当の経過年数を経ている施設及び老   

朽化している施設の改築等を推進する。  

また、入所児童等の快適な居住環境の確保のため、児童養護施設における個室化  

推進のための整備や、地域における自立支援や子育て支援のため、母子家庭等子育  

て支援室、親子生活訓練室などの整備促進を図る。   

（3）民間保育所については、「子ども・子育て応援プラン」において、引き続き推進  

することとしている待機児童ゼロ作戦に基づく保育所受入れ児童数の拡大を図るこ   

ととし、待機児童解消を図るための保育所の創設等を推進するとともに、建設後相  

当の経過年数を経ている施設及び老朽化している保育所の改築等を推進する。  

また、同プランに盛り込まれている事業の推進を行うため、地域における子育て   

支援のための子育て支援相談室等の整備、一時■特定保育事業のための保育室等の   

整備、病児・病後児保育事業（病児型■病後児型）のための保育室等の整備等を推   

進する。  
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3 交付金における交付基礎点数表について  

平成20年度の交付基礎点数については、平成19年度と同額とし、単価改定は行  

わなし、Lこととしている。   

※ 平成17年度からの交付金化に伴い、基準単価表を廃止し、交付基礎点数表としたとこ  

ろであり、この点数表の基本的考え方は、従来の社会福祉施設等施設整備費国庫負担  

（補助）金における基準単価表を基本としつつ、施設種別、建設コストの地域差や沖縄振  

興特別措置法などの財政上の特別措置を考慮した上で、点数化しているものである。  

4 継続事業の取扱いについて  

前年度からの継続事業については、継続事業であっても、単に前年度と同様とする   

ことなく、事業内容の更なる精査を図った上で、「平成20年度次世代育成支援対策   

施設整備交付金に係る協議等について」（平成20年4月24日付け産児発第0424001号厚   

生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）における協議書にて、平成20年5月26日  

⊥旦L呈竺に、雇用均等・児童家庭局総務課あて、提出されたい。   

なお、平成19年度からの継続事業に係る交付基礎点数については、19年度の交  

付基礎点数を適用する。  

また、平成21年度以降にあっても、より厳しい緊縮予算となることが予想される  

ため、平成21年度以降の継続事業であっても、その財政措置は確約できないことか  

ら、原則、単年度により事業が完了するよう調整に努められたい。  

5 その他の留意事項   

（1）当該交付金を協議する際、建設用地の確保が確実であり、地域住民の同意を得て  

いるものに厳選し、協議されたい。  

（2）児童入所施設等にあっては、職員の勤務交代が円滑に行われるよう定員規模を考  

慮するとともに、情緒障害児短期治療施設については、学校数育導入のための体制  

が整備されているものに厳選し、協議されたい。  
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第一次報告から第4次報告書での子ども虐待にきる  

死亡事例等の検証結果総括報告の楕苧  
社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会  

lさじ朗に   

痛ましい虐待による死亡事例が続いており、本委員会のこれまでの提言が十分に活用さ  

れていないことから、総括的分析を行うとともに今後の課題等を取りまとめた。  
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4⊥児童相剛   
○ 特定の担当者に判断が任されているなど、一つの事例に関わる関係者が常に情報   

共有する体制、事例の進行管理を徹底する体制や、専門的助言を得るためのスーパー   
ビジョン体制が整備されていない。  

入的アプローチ  

○ 受容的なアプローチに終始するなど、保護者等との関係を重視しすぎる等により、   
子どもの安全確認や保護のために必要な積極的介入が行われていない。  

す∵＝時倶護■施設入 所措置解除時のアセスメント及び退所後の支援  

○ 一時保護や施設入所措置の解除を行うに際し、それが適切かどうかのアセスメントが   
徹底されていない。また、家庭復帰後の支援が重要であるにもかかわらず、その必要   
性が徹底されていない。  

第I放から第4次報告書での提言を踏手えた担の対応状況  

○ これまで第1次報告から第4次報告までの提言を踏まえ、児童虐待防止法・児童福祉   
法の一部改正や児童相談所運営指針等の改正といった国の対応が行われてきている。   



稔  の  議  題   

これまで繰り返し同様の課題を指摘してきたが、最近においても指摘した課題等を要因  
に死亡事例が生じている。このため、特に重要な事項について改めて課題を指摘し、対応  
策の提言を行う。   

の重要性 1．妊娠期カヽらの虐得予防 の再認識   

○ 妊娠や育児で母親が問題を抱えている場合等が多く、医療機関と市町村の保健部門   

との情報共有等や、市町村内における保健部門と児童福祉部門との密接な連携を図り、   

必要な支援が行われる体制を整備すべきである。  

2．安全確認の重要性 の再認識  

○ 安全確認の対応によっては重大な結果が生じる可能性があり、下記を徹底すべき。   

■児童相談所職員等の直接目視により行うことを基本とする。  
・安全確認が行えない場合は、立入調査を検討するなど、速やかな対応を行うことが   

必要。  

・虐待に該当するか否かにこだわるのではなく、不適切な監護が認められれば、積極的   

に介入的アプローチを行う。  

○ 虐待通告があった場合にとどまらず、援助過程であっても家族に会えなくなった等の   

危機的状況が生じた場合、速やかに行うべきである。   



に虐待死が起こる事態を想定して行う。  
・必ず虐待者本人と面接をすることを含め家族全体のアセスメントを行う。  
・職員個人の判断だけではなく、組織的に行う必要がある。  

○ 虐待のリスク要因が認められる場合は、速やかに子どもの安全確認を行い、アセス  

メントを行うべきである。（「当委員会で指摘した虐待による死亡が生じ得るリスク要因」参照）  

○ 援助方針は、保護者の状況等に応じて適切に見直しを行うことが必要である。  

旦」凰係塵開との連携のあり方の再建豊  

○ 事例対応においては、役割分担を明確にするべきであり、特に主として関わる関係   
機関や進行管理に関する役割を決める必要がある。  

○ 関係機関は、要保護児童対策地域協議会を積極的に活用し、他の関係機関と情報   
共有を図り連携した対応を検討することを徹底すべきである。  

○ 関係機関は、すべての機関が、要支援家庭には虐待が起こる可能性が高いことを   
認識して支援していく必要がある。  

○ 医療機関から保健及び福祉機関への情報提供を定型化し、情報提供を受けた機関   
は支援チームを構築し、アセスメントを経て適切な支援を展開する必要がある。   



5．きょうだいへの対応についての再確認  

○虐待を受けた子どものきょうだいについて、虐待の対象となる可能性があることを   
認識し、まずは安全確認を行うことが必要である 。  

○ きょうだいが虐待の対象となる可能性があること等を認識し、児童記録票の作成を   
作成し、定期的な安全確認とアセスメントを行う必要がある。  

6．人材の育成 および組織体制の重要性の再確認  

○市町村等の関係機関が適切に事例を児童相談所につなげるよう、虐待に対する知識   
や基礎的スキルの獲得等に向けた関係者の資質の向上への支援策を図るべきである。  

○ 児童相談所は、虐待対応の中核機関としての自覚を持ち、研修体制の充実   
など一人ひとりの職員の技能の向上を図るとともに、組織としての対応システムの強化   
を図る必要がある。  

7．地方公共l割勘こおける検証に関する課題の再確認  

○ 形式的なものにとらわれず、有効な検証を実施することが望まれており、一般論に   
とどまることなく、地域の人的な資源の状況など地域特性を踏まえた検証を行うことが   
求められる。  

I  

】  

l  

l  

l   

訴わりに  

本委員会としても引き続  虐待による悲惨な死亡事例など重大事例の再発防止に向けて、   

lき必要な分析・提言を行っていく。  
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剛「  
○ 保護者等に精神疾患がある、あるいは  
強い抑うつ状態である  

○ 妊娠の届出がされていない  

○ 母子健康手帳が未発行である  

○ 特別の事情がないにもかかわらず中絶を  

希望している  

○ 医師、助産師が立ち会わないで自宅等で   
出産をした  

○ 妊婦健診が未受診である   

（途中から受診しなくなった場合も含む）  

○ 妊産婦等との連絡が取れない   

（途中から関係が変化した場合も含む）  

○ 乳幼児にかかる健診が未受診である   

（途中から受診しなくなった場合も含む）  

○ 子どもを保護してほしい等、保護者等が   
自ら相談してくる  

○ 虐待が疑われるにもかかわらず保護者等が  

虐待を否定  

○ 過去に心中の未遂がある  

○ 訪問等をしても子どもに会わせてもらえない  

※ 子どもが低年齢であって、上記に該当する場合は、特に注意して対応する必要がある。   
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地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について   

「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」（平成19年法  

律第73号。以下「改正法」という。）については、本年4月1日から施行されるところ、  

その内容については、「「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する  

法律」の施行について」（平成20年3月14日雇児発第0314001号厚生労働省雇用均等・児童  

家庭局長通知）でお示ししたとおりであるが、改正法による改正後の児童虐待の防止等に  

関する法律第4条において、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受け  

た事例について、国・地方公共団体双方についての分析の責務が規定される土ととなった  

ところである。   

今後、国及び地方公共団体それぞれにおいては、当該責務を踏まえ、児童虐待を受けた児  

童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の検証作業を行うことにより、児童虐待防  

止対策が進展することが期待されるが、地方公共団体における事例の検証作業の参考とな  

るよう、今般、その基本的な考え方、検証の進め方等について通知するものである。   

ついては、別紙の内容を御了知の上、管内の市町村並びに関係機関等に周知いただくと  

ともに、その運用に遺漏のないようお願いする。   

なお、この通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定に基  

づく技術的な助言である。  
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別紙  

地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について   

基本的な考え方   

目的   

検証は、虐待による児童の死亡事例等について、事実の把握、発生原因の分析等を  

行い、必要な再発防止策を検討するために行う。  

2 実施主体   

都道府県（指定都市・児童相談所設置市を含む。以下同じ。）が実施することとし、   

検証の対象となった事例に関係する市町村は当該検証作業に参加・協力するものとす   

る。  

なお、児童相談所、市町村（要保護児童対策地域協議会）その他の機関が独自に検   

証を行うことも望ましい。  

3 検証組織   

検証組織は、その客観性を担保するため、都道府県児童福祉審議会（児童福祉法第   

8条第1項に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会。以下同じ。）の下に   

部会等を設置する。なお、検証組織は、地域の実情に応じて事例ごとに随時設置する   

ことも考えられるが、常設することがより望ましい。事務局は、当該事例に直接に関   

与した、ないし直接関与すべきであった組織以外の部局に置くものとする。  

4 検証委員の構成  

検証委員は外部の者（当該事例に直接関与した、ないし直接関与すべきであった組   

織の者以外の者）で構成することとする。また、会議の開催に当たっては、必要に応   

じて、教育委員会や警察の関係者の参加を求めるものとする。  

5 検証対象の範囲   

検証の対象は、都道府県又は市町村が関与していた虐待による死亡事例（心中を含   

む）全てを検証の対象とする。ただし、死亡に至らない事例や関係機関の関与がない   

事例（車中放置、新生児遺棄致死等）であっても検証が必要と認められる事例につい   

ては、あわせて対象とする。  

なお、都道府県は、児童相談所、福祉事務所又は市町村が関与していない事例を含   

め、広く虐待による死亡事例等の情報収集に努めるものとする。  

9 会議の開催  

死亡事例等が発生した場合、準備が整い次第速やかに開催することが望ましいが、   

年間に複数例発生している地域等、随時開催することが困莫臣な場合には、複数例を合   

わせて検証する方法も考えられる。  
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7 検証方法  

（1）事例ごとに行う。なお、検証に当たっては、その目的が再発防止策を検討するた  

めのものであり、関係者の処罰を目的とするものでないことを明確にする。  

（2）都道府県は、市町村、関係機関等から事例に関する情報の提供を求めるとともに、  

必要に応じ顔係者からヒアリング等を行い、情報の収集及び整理を行う。その情  

報を基に、検証組織は関係機関ごとのヒアリング、現地調査その他の必要な調査  

を実施し、事実関係を明らかにするとともに発生原因の分析等を行う。  

（3）検証組織は、調査結果に基づき、スタッフ、組織などの体制面の課題、対応・支  

援のあり方など運営面の課題等を明らかにし、再発防止のために必要な施策の見  

直しを検討する。  

（4）プライバシー保護の観点から、会議は非公開とすることができるが、審議の概要  

及び提言を含む報告書は公表するものとする、。  

（5）関係行政機関からの情報提供については、児童福祉法第8条第5項において、「都  

道府県児童福祉審議会（略）は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関  

に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる」とされてい  

る。  

また、民間の関係機関からの情報提供については、個人情報の保護に関する法律  

第23条に定める第三者提供の制限の適用除外に該当する。これは、同適用除外の  

場合として、同条第1項第3号において「児童の健全な育成の推進のために特に  

必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」が規定され  

ているが、「児童の健全な育成の推進」には児童虐待の防止等も含まれるため、検  

証作業のために民間機関が個人情報を提供することは同号に該当することによる。  

8 報告等  

（1）検証組織は、検証結果とともに、再発防止のための提言をまとめ、都道府県に報  

告するものとする。  

（2）都道府県は、検証組織の報告を公表するとともに、報告を踏まえた措置の内容及  

び当該措置の実施状況について、検証組織（都道府県児童福祉審議会）に報告す  

るものとする。  

（3）都道府県は、検証組織の報告を踏まえ、必要に応じ、関係機関に対し指導を行う  

とともに、市町村に対して技術的助言を行う。  

（4）都道府県においては、検証結果について、国に報告するものとする。  

なお、国においては、社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関す  

る専門委員会において検証作業を行っているが、児童福祉法第8条裔6項においては、  

「社会保障審議会及び児童福祉審議会（都道府県児童審議会及び市町村児童福祉  

審議会）は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなけれ  

ばならない」とされている。  

9 児童相談所又は市町村等による検証  

（1）検証の対象となった事例に直接関係する児童相談所や市町村等は、当該検証作業  
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に参加、協力するものとするが、児童相談所、市町村（要保護児童対策地域協議  

会）その他の関係機関がそれぞれの再発防止策を検討する観点から独自に検証を  

実施することも重要である。  

（2）児童相談所や市町村等が実施する検証は、事例に直接関係していた当事者間によ  

る内部検証であり、事例を通じて自己点検を行い、機関内における再発防止策を  

検討したり、都道府県の検証結果を受けて具体的に実施すべき改善策を検討した  

りするものであることから、第三者による外部検証を念頭に置いた検証とは性質  

を異にするものであるが、7の検証方法等については、その趣旨に沿って、検証  

が実施されるのが望ましい。  

第2 検証の進め方   

1 事前準備   

（1）情報収集  

検証の対象事例について、事務局は、下記の事項に関する情報収集を行う。この  

場合、事務局は、必要に応じて関係機関等からヒアリングを行う。  

・死亡した児童及び家族の状況、特性等  

・ 死亡に至った経緯  

・ 児童相談所の関与状況等（児童記録票の写し等）  

・ 市町村の関与状況等  

・ その他の関係機関の関与状況等   

（2）資料準備  

ア （1）で収集した情報に基づき、事実関係を時系列及び関係機関別にまとめ、  

上記の内容を含む「事例の概要」を作成する。  

「事例の概要」には、この後、検証委員からの関係機関ごとのヒアリング等によ  

り明らかになった事実を随時追記していき、問題点・課題を抽出するための基礎  

資料とする。  

イ 現行の児童相談体制に関する以下の内容を含む資料を作成する。  

・ 各児童相談所の組織図  

・ 職種別スタッフ数  

・相談件数  

・相談対応等の概要  

・その他必要な資料  

ウ 検証の方法、スケジュールについて計画を立て資料を作成する。  

ェ その他（検証組織の設置要綱、委員名簿、報道記事等）の資料を準備する。  

2 事呵の概要把握   

会議初回には、検証に当たり、その目的が再発防止策を検討するためのものであり、   

関係者の処罰を目的とするものでないことを検証委員全員で確認した上で、検証の対   

象となる事例の概要を把握する。  
（1）確認事項  

一32－   



ア 検証の目的   

イ 検証方法（関係機関ごとのヒアリング、現地調査等による事実関係の確認、問  

題点・‘課題の抽出、提案事項の検討、報告書の作成等）   

ウ 検証スケジュール  

（2）事例の概要把握   

ア 事前に収集された情報から事例の概要を把握する。   

イ 疑問点や不明な点を洗いだす。  

3 事実関係の明確化  

事例への関係機関の関与状況について、関係機関ごとのヒアリング等を実施するこ   

とにより、事実をさらに詳細に確認していく。  

（1） 関係機関ごとのヒアリング  

ア ヒアリングには、検証委員の一部あるいは全員が参加することを原則とし、当  

該事例に直疲関与した、ないし直接関与すべきであった組織の者以外の者が実施  

する。  

イ ヒアリングの対象者は、関係機関の所属長あるいはそれに準ずる者とし、必要  

と状況に応じて、事例を直才妾担当していた職員を対象とする。  

ウ ヒアリングは、状況に応じて本庁等で実施するか、あるいは、検証委員及び事  

務局が現地に赴き実施する。  

エ ヒアリングでは、それまでに確認した事例の概要では不明な点や、事例に直接  

関わった機関の所属長あるいは担当職員の意見を客観的に聴取し、事例の全体像  

及び関係機関との関与状況をさらに詳細に把握していく。  

オ ヒアリングは、個人の責任追及や批判を行うためのものではない。   

カ 事務局は、ヒアリ 

「事例の概要」に、追記していく。  

（2）現地調査  

ア 児童の生活環境等を把握するために、必要に応じて検証委員による現地調査を  

実施する。  

イ 事務局は、現地調査の結果について記録を作成する。  

4 問題点・課題の抽出   

関係機関ごとのヒアリング等により、事例の事実関係が明確になった鱒階で、それ   

を基に、なぜ検証対象の死亡事例が発生してしまったのか、事例が発生した背景、対一   

応方法、関係機関の連携、組織上の問題、その他の問題点・課題を抽出する。  

この作業を徹底して行うことが、その後の具体的な提言につながることから、特に   

時間をかけて検討を行うともに、検討に当たっては、客観的な事実、データに基づき、   

建設的な議論を行うことが期待される。  

5 提言   

事例が発生した背景、対応方法、関係機関の連携、組織上の問題等、抽出された問  
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題点・課題を踏まえ、その解決に向けて実行可能性を勘案しつつ、具体的な対策を提  

言する。  

6 報告書（問題点・課題の抽出以降並行作業）  

一こ1）報告書の作成  

ア 報告書の骨子について検討する。   

イ 報告書に盛り込むべき下記内容例を参考に、それまでの検証組織における審議  

結果を踏まえ報告書の素案を作成する。盛り込むべき内容例としては、次のもの  

が考えられる。  

検証の目的  

検証の方法  

事例の概要  

明らかとなった問題点・課題  

問題点・諌題に対する提案（提言）  

今後の課題  

会議開催経過  

検証組織の委員名簿  

・ 参考資料  

り 検証組織において、報告書の内容を検討、精査する。  

エ 検証組織は報告書を都道府県に提出する。  

（2）公表  

事務局は報告書を公表するとともに、厚生労働省に報告書を提出する。  

児童虐待による死亡事例の検証を行うことは、その後の児童虐待防止対策に密接  

に関連するものセあり、児童虐待防止法第4条において国及び地方公共団体の検証  

に係る責務が規定されたことから、検証結果は公表されるべきであるが、公表に当  

たっては、個人が特定される情報は削除する等、プライバシー 保護について十分配  

慮する。  

（3）報告書の提言を受けて  

事務局は、報告書の提言を受けて、速やかに、具体的な措置を講じるとともに、  

講じた措置及びその実施状況について検証組織（都道府県児童福祉審議会）に報告  

する。  
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別添  

【参 考】検証の進め方の例   

検証は、下記の図のような流れで実施する  

●関係機関から事例に関する情報収集、概要資料作成  

●現行の児童相談体制等検証に必要な関係資料作成  

○検証の目的の確認  

○検証の方法、スケジュールの確認  

○事例の概要把握  

○児童相談所、市町村その他の関係機関や関係者からのヒアリ   

ング  

○現地調査（ヒアリングを現地で行う場合を含む）   

●ヒアリング結果資料作成（事例の概要を詳細化）  

○問題点・課題の抽出  

○問題点・課題に対する提言の検討   

●報告書素案作成  

○報告書素案検討  

会議複数開催  

－…‾二、－－－  
○報告書とりまとめ  会議最終回  

－－－＿－－－－  

●報告書の公表 

●提言を茎に再発防止策の措置を講ずる  

報告書とりまとめ  

後  

（注）●事務局作業  

○会議における議事内容  
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平成20年度児童虐待防止対策関係予算の概要  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課  

虐待防止対策室  

（平成19年度当初予算） （平成20年度予算）  
14，089百万円  ---f 14，643百万円  

【次世代育成支援対策交付金等を除く。】  

ロ＝蚕室画面顔面面釘  

（1）生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の推進  

【次世代育成支援対策交付金】  

○ 生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報  

提供や養育環境等の把握を行う「生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは  

赤ちやん事業）」の全国展開に向け、推進を図る。  

（2）育児支援家庭訪問事業の推進  【次世代育成支援対策交付金】   

○ 養育支援が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や技術指導等  

を行う「育児支援家庭訪問事業」の全国展開に向け、推進を図る。  

（3）地域子育て支援拠点事業の推進   

○ 地域における子育て支援拠点（ひろば型、センター型、児童館型）について、  

身近な場所への設置を促進する。  

（4）子育て短期支援事業の推進  【次世代育成支援対策交付金】   

○ 育児不安や育児疲れなどの場合に児童養護施設等における子どものショート  

ステイ及びトワイライトステイの実施について、市町村行動計画に基づく各自治体の  

取組の着実な推進を図る。  

（5）中・高校生と乳幼児のふれあう機会の推進   

○ すべての市町村において、中・高校生が乳幼児と出会いふれあう機会が確保  

されることを目指し、児童館等を活用した取組を推進する。  
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（6）オレンジリボン・キャンペーンなどの啓発活動の促進   

○ 子どもへの虐待防止に向け、児童虐待防止推進月間（11月）に全国フォーラム  

を開催するとともに、オレンジリボン・キャンペーンなどの啓発活動を促進する。  

2．早期発見・早期対応体制の充実  

（1）子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の機能  

強化   

○ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業【新規】  

【次世代育成支援対策交付金】  

市町村において、関係機関が連携し児童虐待等の対応を図る「子どもを守る  

地域ネットワーク」（要保護児童対策地域協議会）の機能強化を図るため、コー  

ディネーターの研修やネットワーク構成員の専門性強化を図るための取組を  

支援する。  

○ 都道府県等が実施する研修の対象拡大  

【児童虐待・DV対策等総合支援事業】  

都道府県等が実施する児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）の   

対象に、子どもを守る地域ネットワークのコーディネーター等の市町村職員を   

加える。  

（2）児童相談所等の機能強化   

○ 児童相談所による一時保護委託を推進するため、児童養護施設、乳児院、  

児童自立支援施設に加え、障害児施設についても、一時保護児童を受け入れ  

た場合に事務費の支弁を行う。  

（3）一時保護施設等の環境改善  【次世代育成支援対策施設整備交付金】   

○ 児童虐待の対応を図るため、都道府県等が策定した一時保護施設等緊急  

整備計画等を踏まえ、児童相談所及び婦人相談所の一時保護施設における  

環境改善や児童養護施設等に一時保護を受託するための施設整備を推進  

する。  
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（4）子どもの心の診療拠点病院の整備【新規】  

【母子保健医療対策等総合支援事業】   

○ 様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県域  

における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉機関等と連携した支援  

体制の構築を図るための事業を実施するとともに、中央拠点病院の整備を併せて  

行い、人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支援等を行う。  

（5）児童家庭支援センターの設置促進 【児童虐待・DV対策等総合支援事業】   

○ 地域に密着した虐待・非行などの問題につき、相談・支援を行う児童家庭支援  

センターについて、「子ども・子育て応援プラン」に基づき、平成21年度までに100  

か所を目標に設置を推進する。  

3．自立に向けた保護・支援対策の充実（社会的養護体制の拡充）  

（1）里親制度の拡充  

社会的養護体制の見直しの一環として、養育里親と養子縁組を前提とした里親  

と区別するとともに、専門里親が受託する子どもの対象を拡大するなど里親制度  

の見直しを行うとともに、里親手当の改善や里親支援体制の充実を図る。  

○ 里親支援機関による里親の支援【新規】  

【児童虐待・DV対策等総合支援事業】  

里親制度を充実し、里親委託を推進するため、新規里親の掘り起こし、子ど  

もを受託している里親への支援等の業務を総合的に実施する事業を創設  

する。  

○ 里親手当の改善  

里親委託を積極的に推進するため、里親制度の見直しとあわせて、里親  

手当・専門里親手当について、その改善を図る。  

○ 里親受託支度費の改善  

新たに委託措置した際に必要な被服、寝具、家具等の経費として支弁される  

里親受託支度費の充実を図る。  
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（2）児童福祉施設の支援の充実  

子どもの状態に応じたきめ細かな支援を推進するため、児童福祉施設における  

支援体制の充実を図る。  

○ 小規模グループケアの推進  

虐待などにより心に深い傷を持つ子どものうち、家庭的な環境の中で手厚い  

ケアを要する子どもに対応する職員を配置するなど、小規模グループによる  

ケアを行う体制の整備を着実に進める。（580か所→ 613か所）  

○ 看護師の配置【新規】  

医療的ケアの必要性が高い児童養護施設に常勤の看護師を配置する。  

（53カ所）  

（3）施設退所者等への支援の充実  

児童養護施設を退所する子ども等の就業・生活支援などを行い、退所後の  

地域生活を支援するなど、総合的な子どもの自立支援を推進する。  

○ 地域生活支援事業（モデル事業）の創設【新規】  

【児童虐待・DV対策等総合支援事業】  

施設を退所した者等が、就業や生活に関して気軽に相談できる体制を整備  

するとともに、同じ悩みを抱える者同士が集まり情報交換等の活動を行うことを  

支援するなど、地域生活を支援するモデル事業を創設する。  

○ 児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）の推進  

【児童虐待・DV対策等総合支援事業】  

児童養護施設を退所した子ども等に対し社会的な自立を促す援助を行う  

自立援助ホームについて、「子ども・子育て応援プラン」に基づき、平成21年度  

までに60か所を目標に設置を推進する。  

○ 身元保証人確保対策事業の推進   【児童虐待－DV対策等総合支援事業】  

児童養護施設等を退所する子どもやDV被害を受け保護された女性等が、  

親がいない等により身元保証人を得られず、就職やアパート等の賃借が困難と  

なることがないよう、身元保証人を確保するための事業を推進する。  

一39－   



地域における児童虐待防止のシステム  

○従来の児童虐待防止対策は、「児童相談所」のみで対応する仕組みであったが、平成16年の児童虐待防  

止法等の改正により、「市町村」も虐待通告の通告先となり、F市町村」「児童相談所」が二層構造で対応する  

仕組みとなっている。  

○現在、各市町村単位で、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の設置が進められて  

いるところ（平成19年4月1日現在、84．1 ％が設置）。  

相談・通告  

■  ■ ■■■              ■－－  －－          ■ ■   
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福祉事務所  相談・通告  

相談・通告  

送致 舎支援苧 
＿＿＿  

措置 等  

Jヒ■ト   
報告■号、  

児童 養護施設  

里親委託  

、   
、 

、  
等  

、  

ヽ  

送致等  

＝  
支援等  保育所・幼稚園  

学校・教育委員会  

警  察  

申立て・送致等  
送致・通告等  医療機関  

家庭裁判所  

保 健 所  ／  

子どもを守る地域ネットワーク  

（要保護兜童対策地域協議会）                    、  

′  
ノ′  

一′  
一′  

一■■  
一一   

、  
■－■■  

▲■ － －－ － ■■■－ ■■■■－ －■－  



児童虐待に関する児童相談所と市町村等との連携等について  

○児童相談所と市町村等の連携の強化を図るとともに、児童虐待対応に関する都道府県児童福祉   
主管部局の関与を強化することにより、迅速かつ確実な立入調査t一時保護の実施を確保。  

ト  

報告  

（立入調査・一時  

保護の実施状況  

について）  

通知  

（立入調査・一時保護の  都道府県  

（児童福祉主管部局）  

児
童
福
祉
審
議
会
 
 
 

子どもを守る地域ネットワーク  

（要保護児童対策地域協議会）  

通知  

（育児支援家庭訪問事業等  

の活用について）  

・進行管理台帳作成  

・3ケ月に1度程度チェック  

児童相談所  

式．  



市町村における児童家庭相談体制の状況（都道府県別）  

○ 子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）又は虐待防止ネットワークの都道府県別設置状況  

都道府県数  設置済み  
市町村の割合  l（構成比）l  

100％   
13  

（27．6％）  

80％～99％   
18  

（38．3ウ姦）  

60％～79％   
14  

（29．8サ昌）  

409も～59？も   
2  

（4．3？も）  

20％～399も   
0  

（0．09も）   

0％～19％   
0  

（0、0サム）   

二工こl一丁l  

l 地域協議会   t  一与、．．L［ ノ「  1ヽソl、ノ】‾∵ノ   l  

数   ％   数   ％   数   ％   

滋 賀 県   42．3qも   15  57．7？も   26  100．0？′ら   

京 都 府   5  19．2サム   13  50．0ウ0   j8  69．2ワふ   

大 阪 府   40  93．0サム   2   4．7％   42  97．7？も   

兵 庫 県   39  95．1％   2   4．9ワb   41  100．09も   

奈 良 県   48．79も   9  23．19も   28  71．89ら   

和歌山県   18  60．09′占   5  16．7？′ム   23  76．7ワ占   

鳥 取 県   15  78．99′占   4  21．18ら   19  00．肌   

島 根 県   20  95．2％   4．8？も   21  100，0チ占   

岡 山 県   21  77．8％   3  11．1？も   24  88．9q′0   

広 島 県   19  82．即ら   3  13．0？も   22  95．79ら   

山 口 県   18  81．8ワも   0   0．09ら   18  81．89′0   

徳 島 県   16  66．79も   6  25．09占   22  91．79′占   

香 川 県   41．2？′ら   7  41．2？ノ去   14  82．4？ら   

愛 媛 県   15  75．09ら   5．09b   16  80．0？b   

高 知 県   12  34．39ム   31．40b   23  65．79ら   

福 岡 県   25  37．99も   13  19．70ら   38  57，69も   

佐 賀 県   47．8？0   4  17．4？b   15  65．2？0   

長 崎 県   69七即′ム   6  26．1？占   22  95．7ウノ占   

熊 本 県   33  68．89ら   14  29．2ワ′6   47  97．99ム   

大 分 県   16  88．99も   2  11．1？も   18  100，09も   

宮 崎 県   15  50．0？′8   2   6，7？′0   17  56．7？も   

鹿児島県   22  44．9？′占   9  18．40′b   63．3？ノら   

沖 縄 県   16  39．09b   26，89も   27  65．9？も   

全   国  1，193  65．3ワも   343  18．8Dも  1，536  84．1qb   

エl’T’  

■ 地域協議会   ■ ネットワーク   l  

数   ％   数   ％   数   ％   

北 海 道  118   65．69ム   36   20．0％   154   85．6qb   

青 森 県  24   60．09も   4   10．0％   28   70．09も   

岩 手 県  33   94．3％   2   5．7％   35   100．09も   

宮 城 県  23   63．9％   30．6％   34   94．4％   

秋 田 県  16   64，09ら   4．0％   17   68．0％   

山 形 県  15   42．99i   19   54．39′ら   34   97、1％   

福 島 県  25   41．79左   19   31．79ら   44   73．39も   

茨 城 県  35   79．馴ら   3   6．8％   38   86．4％   

栃 木 県  30   96．8年ら   0   0．09も   30   96．8％   

群 馬 県  13   34．2％   28．99も   24   63．2％   

埼 玉 県  65   92．9％   5   7．1％   70   100．0％   

千 葉 県  30   53．6？も   24   42．9％   54   96．4％   

東 京 都  39   62．99も   9   14．5？も   48   77．4ワも   

神奈川県  32   97．09ら   3．0％   33   100．0サム   
新 潟 県  16   45．79も   9   25．7サら   25   71．射ら   

富 山 県  12   80．0ワも   0   0．09も   12   80．0ウも   

石 川 県  19   100．0％   0   0．0？√○   19   100．0％   

福 井 県  13   76．5サム   4   23．59も   100．09ら   

山 梨 県  24   85．7？ノも   3   10．7ワも   27   96．49も   

長 野 県  36   44．4％   13   16．09も   49   60．59b   

岐 阜 県  42   100．0％   0   0．0％   42   100．0ワ′ら   

静 岡 県  19   45．2？も   19   45．2？も   38   90．5？′も   

愛 知 県  62   98．49も   1．69も   63   100．0？も   

三 重 県  23   79．3％   6   20．79ら   29   100．09′も   

※ 平成lり年4月1日現在   



生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）【実施主体＝市区町村】   



平成19年度「生後4か月までの全戸訪問事業」及び「育児支援家庭訪問事業」都道府県別実施状況  

生後4か月までの全戸訪問事業  
（こんにちは赤ちやん事業）  

生後4か月までの全戸訪問事業  
（こんにちは赤ちゃん事業）  

育児支援家庭訪問事業  育児支援家庭訪問事業  

実施市区町村数   実施率   実施市区町村数   実施率  実施市区町村数   実施率   実施市区町村数   実施率   

北 海 道   103   57．20ム   70   38．90も   滋 賀 県   18   69．2ワら   13   50．09i   

青 森 県   19   47．5qo   27．59′占   京 都 府   16   61．5？b   14   53．89b   

岩 手 県   30   85，79′も   20   57．1？ロ   大 阪 府   18   41．9ウも   31   72．‖ム   

宮 城 県   35   97．2ワも   31   86．19b   兵 庫 県   28   68．3％   23   56．Hも   

秋 田 県   13   52．0ワb   4   16．0サら   奈 良 県   16   41．09も   15   38．590   

山 形 県   28   80．0ワb   20   57．1サム   和歌 山 県   10   33．39も   6   20．09b   

福 島 県   26   43．39b   14   23．39ら   鳥 取 県   15   78．9ワも   3   15．89も   

茨 城 県   24   54．59も   20   45．5？も   島 根 県   17   81．09も   52．4％   

栃 木 県   18   58．19b   17   54．8％   同 山 県   17   63．0ワも   16   59．3％   

群 馬 県   26   68．49占   39．5？も   広 島 県   18   78．39b   47．即も   

埼 玉 県   27   38．6％   25   35．7サム   山 口 県   14   63．6％   10   45．5％   

千 葉 県   27   48．2？′0   15   26．8％   徳 島 県   12   50．09も   9   37．5qも   

東 京 都   27   43．59′ム   42   67．7ウノ0   香 川 県   10   58．89も   6   35．3％   

神奈川 県   12   36．利己   15   45．59b   愛 媛 県   7   35．09ら   5   25．0ウら   

16   新 潟 県   25   71．4サム  45．7？b   高 知 県   19   54．39ら   31．4ワも   

富 山 県   73．39も   4   26．7qb   福 同 県   31   47．0？も   31   47．0？b   

石 川 県   19   100．09占   19   100．0％   佐 賀 県   19   82．69も   8   34．8？も   

福 井 県   14   82．49ら   6   35．3ワも   長 崎 県   21   91＿3％   16   69．6？も   

山 梨 県   20   71．49も   19   67．99′ム   熊 本 県   29   60．4？も   13   27．1ワも   

長 野 県   47   58．0ウ昌   28   34，6？ら   大 分 県   61．1年占   9   50．09ら   

岐 阜 県   21   50．09占   15   35．7？0   宮 崎 県   10   33．3qら   5   16．7qム   

静 岡 県   30   71．4ワも   18   42．9％   鹿児 島県   23   46．那ら   10   20．4％   

愛 知 県   29   46．0ワも   35   55．6？ら   沖 縄 県   33   80．59も   17   41．59b   

三 重 県  20  69．0？も  12  41．49′ら   全国 平均   1，063   58．29も   784   42．99も  

平成18年度  451   24．6q占   

※ 各都道府県には政令指定都市・中核市を含む。  

※ 平成19年度次世代育成支援対策交付金内示ベース   



子どもを守る地域ネットワークについて（要保護児童対策地域協議会）  

果たすべき機能  

要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには、   

■ 関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、  

・適切な連携の下で対応していくことが重要  

であり、市町村（場合によっては都道府県）が、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）  
を設置し、  

① 関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制を明確化すると   

ともに、  

② 個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の在り方を明確化することが必要   



l  子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業のイメージ（平成20年度新規事業）  

【次世代育成支援対策交付金】   



地域ネットワークと訪問事業との連携強化（イメージ）  

育児支援  

家庭訪問事業  
生後4か月までの全戸訪問事業  

（こんにちは赤ちゃん事業）  

要保護児童対策地域協議会  

（子どもを守る地域ネットワーク）  訪問内容  訪問内容  

子育て支援の情報提供  

母親の不安や悩みに耳  

を傾ける  

養育環境の把握  

保護者の育児、家事等  

養育能力を向上させる  

ための支援  

ケ
ー
ス
対
応
会
議
 
 

調整機関  

（育児支援家庭訪問事業  

中核機開）  

進行管理  

訪問者  訪問者  

保健師・助産師・看護師、保育  
士、  
愛育班員、母子保健推進員、  
児童委員、子育て経験者等に  
ついて、人材発掘・研修を行い、  

幅広く登用   

保健師】助産師・看護  

師・保育士等   

その他の支援  

（児童相談所による対応等）   
㌻
ま
対
応
会
議
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母子保健法に基づく訪問事業  



平成20年度次世代育成支援対策交付金の国庫補助申請に係る事前協議の実施について   

（平成20年5月23日 雇児総発第0523001号）（抜粋）  

次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について（案）   

1「次世代育成支援対策交付金交付要綱における交付対象等の取扱いについて」（別紙  

1）の3の（1）特定事業については、次に掲げる要件を備える取組内容であるものに   

ついて評価をし、別表（評価に対する基準点数表）の評価1に定める基準点数を交付金   

算定の基礎とする。   

（1）生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）   

① 事業内容  

すべての乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関す  

る情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行  

い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることを目的とす  

る事業。  

ア 対象者  

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭  

イ 訪問の時期  

対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。  

ただし、生後4か月までの間に、健康診査等により親子の状況が確認できてお  

り、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は対  

象とする。この場合も、少なくとも経過後1か月以内に訪問することが望ましい。  

り 訪問者  

訪問者については、特に資格要件は問わない（〕  

保健師、助産師、看護師の他、保育士、母子保健推進員、愛育班員、児童委員、  

母親クラブ、子育て経験者等から幅広く人材を発掘し、訪問者として登用して差  

し支えない。）  

ただし、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修  

（講習）を行うものとする。  

② 実施内容  

ア 育児に関する不安や悩みの聴取、相談  

イ 子育て支援に関する情報提供  

り 要支援家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整  

③ 実施に当たっての留意事項  

家庭訪問の実施に当たっては、次の点に留意すること。  

ア 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに  

事前に訪問日時の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。  

イ 訪問者が市町村職員以外の者の場合には、訪問活動によって知り得た情幸引こつ  

いては、守秘義務を課し、個人情報の保護に万全を期すこと。  

り 訪問の際は、身分証を提示するなどして市町村からの訪問者であることを明確  

にすること。  

－48－   



工 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的  
な対応を心がけること。母親の体調の状況等によっては再訪問も考慮すること。  

オ 訪問の際は、地域子育て支援拠点事業の実施場所一覧表を持参するなど、子育  
て親子が必要とする身近な地域での様々な子育て支援に関する情報を提供する  

こと。  

力 訪問結果については、あらかじめ市町村で定めた書式に基づき、市町村の担当  
部署に報告すること。  

キ 市町村の保健師等専門職が訪問結果についてアセスメントし、支援が必要な家  
庭か否かを判断すること。   

④ 研修（講習）  

必要な研修（講習）については、各地域の実情に応じて実施するものとし、実施  
に当たっては、③の留意事項を踏まえるとともに、家庭訪問の同行や援助場面を想  
定した実技指導（ロールプレーイング等）などを組み込み、訪問の内容及び質が一  
定に保てるよう努めること。   

⑤ ケース対応会議  

訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、個別ケースごとに具体  
的なサービスの種類や内容等について、訪問者、市町村担当者、医療関係者等によ  
るケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ育児支援家庭訪問事業等による支援  
やその他の支援に適切に結びつけることとすること。   

⑥ 新生児訪問指導等との関係  

既に、母子保健法に基づく新生児訪問指導等や独自の訪問活動を実施している市  
町村において、これらの訪問指導等を活用して本事業を実施する場合、本事業の②  
の内容を満たす場合は、本事業として取り扱って差し支えないこと。   

⑦ 実施計画  

本事業は、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問することを目的とし  
ているが、事業を開始した年度内にこうした目的を達成できる体制整備が困難な場  
合も想定されることから、段階的に実施することも認められるものとする。この場  
合にあっては、カバー率（対象家庭に対する訪問実績）100％に向けた実施計画  
を作成することとし、その計画期間は平成21年度までとする。  

なお、作成に当たっては、既に実施している新生児訪問指導や独自の訪問活動の  
役割分担や活用策について検討し、実効的な計画とすること。   

（2）育児支援家庭訪問事業   

（む 事業内容  

市町村の中核機関において、関係機関等からの情幸別文集等により把握した養育  
支援の必要性があると判断した家庭に対し、子育て経験者等による育児・家事の  

援助又は保健師等による具体的な育児支援に関する技術的援助を訪問により実施  

する事業。   

② 実施方法  

ア 支援の対象  

この事業の支援対象は、生後4か月までの全戸訪問事業の実施その他により  

市町村長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げるような一般  

の子育て支援サービスを利用することが難しい家庭を対象とする。  
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（ア）出産後間もない時期（概ね1年程度）の養育者が、育児ストレス、産後うつ病、   

育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家   

庭、又は虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭  

なお、妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭も対象とする。  

（イ）ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭や、児童が児童養護施設等を退   

所又は里親委託終了後の家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要  

な家庭  

（ウ）児童の心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の状況等から心身の正常な  

発達に関して諸問題を有しており、将来、精神・運動・発達面等において障害  

を招来するおそれのある児童のいる家庭  

イ 支援内容  

（ア）家庭内での育児に関する具体的な援助   

1a 産裾期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助   

l〇 未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導   

1〇 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導   

d 若年の養育者に対する育児相談・指導  

e 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対す  

る養育相談・支援  

（イ）発達相談・訓練指導  

家庭における指導が必要な場合には、理学療法士等を派遣して、家庭の状  

況等に即した発達指導を行う。  

り 支援の対象者、支援内容の決定方法  

この事業の中核となる機関（中核機関）を定め、中核機関において関係機関  

からの情報提供や状況把握のための訪問の実施により養育支援の必要の可能性  

があると思われる家庭に関する情報の収集を行う。  

中核機関は、これらの把握した情報から支援の内容を判断するための一定の  

指標に基づき、本事業による訪問支援の対象者及び支援の内容を決定する。  

なお、 この中核機関は、要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネッ  

トワーク）の調整機関がその機能を担うことが望ましい。  

工 訪問支援の実施者  

訪問支援の実施者は、中核機関において立案された支援内容、方法、スケジ  

ュール等に基づき訪問支援を実施する。  

（ア）養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に対する育児、家事の援助に  

ついては、子育てOB（経験者）、ヘルパー等が実施する。  

（イ）産後うつ病、育てにくい子ども等複雑な問題を背景に抱えている家庭に対す  

る具体的な育児支援に関する技術指導については、保健師、助産師、看護師、  

保育士、児童指導員等が実施する。  

2 別紙1の（2）その他の事業のうち、次に掲げる要件を備える取組内容であるものに   

ついて評価をし、別表（評価に対する基準点数表）の評価2に定める基準点数を交付金  
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算定の基礎とする。  

（4）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業  

①趣   

市町村において、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）   

（以下「地域ネットワーク」という。）の要保護児童対策調整機関（以下「調整機   

関」という。）の職員や地域ネットワークを構成する関係機関等（以下「地域ネッ   

トワーク構成員」という。）の専門性強化を図るとともに、地域ネットワークと訪   

問事業が連携を図り、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応に資することを目   

的とする。  

②事業内容   

ア 基本事業  

調整機関に職員を配置する市町村に対し、専門性の向上を図る取組を行う場合に  

交付する。   

（ア）職員の配置  

調整機関に、専任職員（非常勤職員等を含む）を原則として配置すること。  

なお、専任職員（非常勤職員を含む）は、調整機関が行う業務に影響のない  

範囲内において、業務量にかかわりなく調整機関の業務以外の母子、保育、障  

害児等を含む児童福祉分野の業務に携わっている者であっても差し支えない  

ものとする。   

（イ）取組内容  

（ア）の職員の専門性の向上のため、次の取組を行う。  

a 配置職員が児童福祉司の任用資格を満たしていない場合  

次の「児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）」を受講させる。  

・児童福祉第13条第2項第1号の厚生労働大臣が指定する講習会  

（社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院が実施する「児童福祉  

司資格認定通信課程」）  

・児童福祉法施行規則第6条第6号から第10号及び同条第13号に規  

定する厚生労働大臣が定める講習会  

（都道府県が実施する「児童福祉司任用資格取得のための研修（講習  

会）」）  

b 配置職員が児童福祉司の 

更に児童虐待への専門性を向上させるため、次の研修を受講させる。  

・子どもの虹情報研修センター（日本虐待・思春期問題情報研修セン  

ター）が実施する研修  

■都道府県や研修機関等が実施する児童虐待対応研修   

イ 付加的事業  

アの基本事業に加えて、次の（ア）～（ウ）の取組を行う市町村に対して交付する。  

（ア）地域ネットワーク構成員のレベルアップを図る取組  

地域ネットワーク構成員に対し、  

a アドバイザーとして学識経験者等の専門家を招精し、児童虐待対応につい  

ての共有認識と役割分担等の効果的な運営手法についての研修会・講習会な  

どを開催する。  
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b 地域ネットワ鵬クの個別ケース検討会議又は実務者会議に、アドバイザー  

として学識経験者等を招き、個別ケースについての具体的な支援方法及び進  

行管理等についての助言・指導を受ける。   

c 他市町村の地域ネットワークと情報交換会等を開催し、効果的な運営手法  

や個別ケースについての支援方法及び進行管理等について充実強化を図る。  

（イ）地域ネットワークと訪問事業との連携を図る取組  

地域ネットワークと訪問事業（こ生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは   

赤ちゃん事業）及び育児支援家庭訪問事業並びに母子保健法に基づく訪問事業   

をいう。）が、■次のとおり連携した取組を行う。  

・地域ネットワークの調整機関が育児支援家庭訪問事業の中核概関となり、必   

要に応じて行う地域ネットワークによる支援内容の協議の結果に基づき、育   

児支援家庭訪問事業の実施のための進行管理やその他の支援に係る連絡調整  

を行う。   

t生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）又は母子保健法に   

基づく訪問事業等により把握された支援対象者の中で、特に地域ネットワーク  

によるケース対応が必要な家庭に対して、地域ネットワークは訪問者と協力し  

て支援を行う。  

（ウ）地域住民への周知を図る取組   

地域ネットワーク活動や訪問事業活動についての地域住民への周知を図る   

ため、 次の取組を行う。   

aL 地域の子育て支援関係者や関係機関等を対象として、講演会やシンポジウ  

ムの開催を行い、地域ネットワーーク活動や訪問事業活動についての情報発  

信を行う。   

ヒ）地域ネットワーク活動や訪問事業活動についてのマニュアルや援助事例  

集、または社会資源名簿（社会資源集）を作成・配布し、周知を図る。  
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生後4か月までの全戸訪問事業・育児支援家庭訪問事業に係る  

ガイドラインの策定について  

1．趣旨   

与国会に提出している児童福祉法改正法実においては、生後4か月までの全戸訪   

問事業については乳児家庭全戸訪問事業、育児支援家庭訪問事業については責看支   

援訪問事業として位置づけることとしている。こうしたことを踏まえ、各事業の効   

果的な実施と全国的な普及を目指し、これらの事業の内容や子どもを守る地土或ネッ  

トワーク（要保護児童対策地域協議会）との連携等について整理し、自治体が取り   

組むための具体的なガイドラインを作成する。   

2．作成手順  

標記事業について、本会議でのご意見を踏まえたガイドライン素案を作成し、そ   

の後自治体の意見等も踏まえた上でガイドラインを作成する。   

3．スケジュ「ル  

年  月  内  容   

H20年度  
刀  

イ  

上半期  
フ   

イ  

6月  ン  第1国有識者・実務者  
素  

安 ＝ホ＝  

検  
7月  討   第2固有喜哉者・実務者  

下半期  帽．     弘 一 を自  

年内に2回程度  
有識者・実務者会議を  

作  業  

訪問事業の論点と方向性の  

検討  

ガイドライン素 

自治体意見を踏まえガイド  

ライン検討  
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4．有識者・実務者芸議メンバー  （50菖順）  

埼玉県中央児童相談所 昌   

奈巳子   国立看護大学校 准教授   
條 浩  

児玉 紀久子   習志野市 保健師   

笹井 康治   沼津市子看て支援課   

佐藤 拓代   東大阪市保健所 所j   

関岡 干津野   松山市子育て支援室   

中板 育美   国立保健医療科学院   

5．その他  

●事務局  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局 総務課 虐待防止対策室  

／J  母子保健課（オブサーバー）   

注：『第1匝「生後4か月までの全戸訪問事業・看児支援家庭訪問事業に係るガ  

イドライン」策定に関する有識者・実務者会議』（H20／6／5）提出資料  
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事
業
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
 
（
以
下
 
「
子
育
て
 
 

支
援
事
業
」
 
と
い
う
。
）
 
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
の
実
施
 
 

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
～
l
二
 
 
（
略
）
 
 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
市
町
村
の
業
務
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
 
 

互
間
の
連
絡
調
整
、
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
 
 

行
う
こ
と
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。
 
 

2
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護
児
童
の
適
切
な
保
護
又
は
要
支
援
児
童
若
し
く
は
特
定
妊
婦
へ
の
適
切
な
支
 
 
 

線
を
図
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
要
保
護
児
童
等
に
 
 
 

対
す
る
支
援
の
内
容
に
関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

③
・
④
 
 
（
略
）
 
 

②
 
協
議
会
は
、
要
保
護
児
童
若
し
く
は
要
支
援
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
又
は
特
 
 
 

利
矧
矧
（
以
下
「
安
保
護
児
童
等
」
と
い
う
。
）
 
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
要
保
 
 

第
二
十
五
条
の
二
 
地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
要
保
護
児
童
 
 

第
二
十
一
条
の
十
の
四
 
都
道
府
県
知
事
は
、
母
子
保
健
法
に
基
づ
く
母
子
保
健
 
 

第
一
一
十
一
条
の
十
の
三
 
市
町
村
は
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
又
は
養
育
支
援
 
 

④
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
又
は
養
育
支
援
訪
 
 

③
 
市
町
村
は
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
又
は
養
育
支
援
訪
問
事
業
の
事
務
の
 
 

の
適
切
な
保
護
又
は
要
支
援
児
童
若
し
く
は
特
定
妊
婦
へ
の
適
切
な
支
援
を
図
 
 

る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
及
び
児
童
の
福
祉
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
 
 

す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
 
（
以
下
 
「
関
係
機
関
等
」
 
と
い
う
。
）
 
に
よ
り
構
成
 
 

さ
れ
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
 
を
画
 
 

く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

把
握
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
当
該
者
の
現
在
地
の
市
町
村
長
に
通
知
す
る
も
の
 
 

と
す
る
。
 
 

訪
問
事
業
の
実
施
に
当
た
つ
て
は
、
母
子
保
健
法
に
基
づ
く
母
子
保
健
に
関
す
 
 

全
部
又
は
一
部
を
当
該
市
町
村
以
外
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
委
託
す
 
 

含
む
。
）
 
に
併
せ
て
、
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

に
関
す
る
事
業
又
は
事
務
の
実
施
に
際
し
て
要
支
援
児
童
等
と
思
わ
れ
る
者
を
 
 

問
事
業
の
事
務
に
従
事
す
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
そ
の
事
務
に
関
し
 
 

を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
 
 

る
事
業
と
の
連
携
及
び
調
和
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 同

法
第
十
九
条
第
一
項
の
指
導
を
 
 

③
・
④
 
（
略
）
 
 
 

」
 
と
い
う
。
）
 
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

②
 
協
議
会
は
、
要
保
護
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
 
（
以
下
 
「
要
保
護
児
童
等
」
 
と
 
 
 

い
う
。
）
 
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
要
保
護
児
童
の
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
に
 
 
 

必
要
な
情
報
の
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
内
 
 
 

容
に
関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

第
二
十
五
条
の
一
 
 

の
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
及
び
児
童
の
福
祉
に
関
 
 

連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
 
（
以
下
 
「
関
係
機
関
等
」
 
と
い
 
 

う
。
）
 
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
 
（
以
下
 
「
協
議
会
 
 

地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
要
保
護
児
童
 
 



膏
 
要
保
護
〓
几
童
対
策
調
整
機
関
に
、
協
議
会
に
閏
す
る
事
務
を
総
括
す
る
と
と
 
 

第
二
十
六
条
 
児
童
棉
誅
所
長
は
、
第
一
一
巨
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
 
 
 

児
童
、
第
一
一
卜
一
斗
条
の
七
宗
一
頃
衰
〃
∵
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
、
前
条
第
 
 

一
号
又
は
少
牛
法
 
（
昭
和
∴
仁
三
隼
法
律
第
育
六
卜
八
［
ヱ
 
第
六
条
の
六
第
一
 
 
 

項
若
L
ノ
＼
は
第
仁
八
条
第
▲
頂
n
規
定
に
上
る
送
致
を
受
け
た
児
童
及
び
相
談
 
 
 

に
に
じ
た
児
童
、
そ
の
保
護
者
又
は
妊
弄
婦
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
 
 
 

た
と
き
は
、
次
力
各
＝
ケ
頂
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
 
（
略
〕
 
 

児
童
丈
、
に
そ
・
い
保
護
者
を
㍑
上
里
福
祉
べ
若
L
く
は
児
童
委
員
に
指
導
さ
せ
 
 
 

、
又
‥
】
都
道
府
県
以
外
爪
音
m
設
置
す
る
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
若
し
く
 
 

は
都
道
府
県
以
外
出
陣
告
省
∩
・
立
支
援
法
第
九
条
第
十
七
埴
に
規
定
す
る
相
 
 

談
支
援
事
業
 
へ
次
条
竹
弟
二
項
仙
射
∴
＝
ケ
牧
び
第
∵
．
十
四
条
の
∴
に
お
い
て
 
「
相
 
 

調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
、
 
 

⑥
 
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
閑
は
、
厚
牛
労
働
省
令
で
定
め
る
と
 
 

七
 
千
育
て
短
期
支
援
事
 
 

T
」
し
 
 

■
 
 
 

－
」
 
 
 
▲
＼
 
 

T
」
 
．
」
ノ
 
 
 

働
省
令
で
定
め
 
 

童
相
談
所
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
 
 

も
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
 要
保
護
 
 

児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
児
 
 

と
が
で
き
′
ハ
）
省
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
指
導
を
委
託
す
る
 
 

談
支
ほ
事
業
 
L
∴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 
 

し
一
認
め
る
昔
は
、
二
▼
れ
を
そ
の
事
業
の
実
施
 
 

前
項
の
業
務
に
係
る
事
務
を
適
切
 
 

（
畔
、
一
 
 

る
む
の
を
置
く
ト
㌻
 
 

業
又
は
養
育
支
援
訪
問
客
業
の
 
 

）
 
を
け
う
片
そ
の
他
り
該
指
導
を
適
切
に
行
う
こ
 
 

っ
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
厚
t
労
 
 

に
係
る
市
町
村
の
長
に
通
知
す
 
 
 

実
施
が
適
当
で
あ
る
 
 

二
ろ
に
よ
り
 
 ②

 
 
（
略
）
 
 

第
二
十
人
条
 
児
童
相
談
所
長
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
 
 
 

児
童
、
第
一
…
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
、
前
条
第
 
 

一
号
又
は
少
年
法
 
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
 
第
六
条
の
六
第
一
 
 
 

項
若
し
く
は
第
卜
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
致
を
受
け
た
児
童
及
び
相
談
 
 
 

に
応
じ
た
児
童
、
そ
の
保
護
者
又
は
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
 
 
 

た
と
き
は
、
次
の
各
［
ケ
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
 
（
略
）
 
 

児
童
又
は
そ
の
保
護
者
を
児
童
福
祉
司
若
し
く
は
児
竜
委
員
に
指
導
さ
せ
 
 
 

、
又
は
都
道
府
県
以
外
の
者
の
設
置
す
る
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
若
し
く
 
 

は
都
道
府
県
以
外
の
障
害
者
自
立
支
援
法
簑
宕
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
相
 
 

談
支
援
事
業
 
（
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
の
」
ハ
に
お
い
て
 
「
相
 
 

談
支
援
事
業
」
 
と
い
う
。
）
 
を
行
う
者
に
指
導
を
委
託
す
る
こ
と
。
 
 

⑤
 
安
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
は
、
協
議
会
に
関
す
る
事
務
を
総
括
す
る
と
と
 
 
 

も
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
要
保
護
 
 
 

児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
児
 
 
 

童
相
談
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

五
 
 
（
略
）
 
 

・
凡
 
 

（
略
）
 
 

4
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第
二
十
七
条
 
都
道
府
県
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
少
 
 
 

年
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
送
致
の
あ
つ
た
児
童
に
つ
き
、
次
の
各
 
 
 

号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
 
（
略
）
 
 
 

二
 
児
童
又
は
そ
の
保
護
者
を
児
童
福
祉
司
、
知
的
障
害
者
福
祉
司
、
社
会
福
 
 
 

祉
主
事
、
児
童
委
員
若
し
く
は
当
該
都
道
府
県
の
設
置
す
る
児
童
家
庭
支
援
 
 
 

セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
当
該
都
道
府
県
が
行
う
相
談
支
援
事
業
に
係
る
職
員
に
 
 
 

指
導
さ
せ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
以
外
の
者
の
設
置
す
る
児
童
家
庭
支
援
セ
 
 

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
 
 

る
こ
と
。
 
 
 

三
・
四
 
 
（
略
）
 
 

②
～
⑥
 
（
略
）
 
 

第
二
十
七
条
の
四
 
 

第
三
十
三
条
の
七
 
 

②
 
児
童
相
談
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
未
成
年
後
見
人
の
選
任
の
請
求
に
 
 
 

係
る
児
童
等
（
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
中
の
児
童
を
除
く
。
）
に
対
し
、
親
権
 
 

第
三
十
三
条
の
八
 
 

従
事
す
る
者
又
は
従
事
し
 
 

号
の
規
定
に
よ
 
 

親
権
を
濫
用
し
、
又
は
著
し
く
不
行
跡
で
あ
る
と
き
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
 
 

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
親
権
喪
失
の
盲
奮
の
 
 

請
求
は
、
同
条
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
長
も
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
 
 
 

を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

び
第
三
十
三
条
の
九
に
お
い
て
 
 

（
削
除
）
 
 
 

ン
タ
ー
、
当
該
都
道
府
県
以
外
 
 

り
行
わ
れ
る
指
 
 

児
童
又
は
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者
（
次
条
及
 
 
 

第
二
十
六
条
第
一
項
第
 

（
略
）
 
 

て
い
た
者
は
、
 
 

導
 
（
委
託
に
係
る
も
の
に
限
る
。
 
 

「
児
童
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
親
権
者
が
、
そ
の
 
 

の
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
若
し
く
は
前
条
 
 

労
働
省
令
で
定
め
 
 

そ
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
 
 

言
号
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
第
 

る
者
に
指
導
を
委
託
す
 
 

）
 
の
事
務
に
 
 

②
～
⑥
 
 

倒
 
（
略
）
 
 
 

第
二
十
七
条
 
都
道
府
県
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
少
 
 
 

年
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
送
致
の
あ
つ
た
児
童
に
つ
き
、
次
の
各
 
 
 

号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
 
（
略
）
 
 
 

二
 
児
童
又
は
そ
の
保
護
者
を
児
童
福
祉
司
、
知
的
障
害
者
福
祉
司
、
社
会
福
 
 

祉
主
事
、
児
童
委
員
若
し
く
は
当
該
都
道
府
県
の
設
置
す
る
児
童
家
庭
支
援
 
 

セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
当
該
都
道
府
県
が
行
う
相
談
支
援
事
業
に
係
る
職
員
に
 
 

指
導
さ
せ
、
又
は
当
該
都
道
府
県
以
外
の
者
の
設
置
す
る
児
童
家
庭
支
援
セ
 
 

第
三
十
三
条
の
六
 
 

第
三
十
三
条
の
七
 
 
（
略
）
 
 

②
 
児
童
相
談
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
未
成
年
後
見
人
の
選
任
の
請
求
に
 
 
 

係
る
児
童
等
 
（
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
中
の
児
童
を
除
く
。
）
 
に
対
し
、
親
権
 
 
 

び
第
三
十
三
条
の
八
に
お
い
て
 
「
児
童
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
親
権
者
が
、
そ
の
 
 

親
権
を
濫
用
し
、
又
は
著
し
く
不
行
跡
で
あ
る
と
き
は
、
民
法
 
（
明
治
二
十
九
 
 

年
法
律
第
八
十
九
号
）
 
第
八
百
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
親
権
喪
失
の
音
左
［
の
 
 

請
求
は
、
同
条
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
長
も
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
 
 

三
 

ン
タ
ー
若
し
く
は
当
該
都
道
府
県
以
外
 
 

を
委
託
す
る
こ
と
。
 
 

四
 
 

（
略
）
 
 

（
略
）
 
 
 

児
童
又
は
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者
 
（
次
条
及
 
 

の
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
に
指
導
 
 



条
の
二
▲
 
第
仁
一
条
第
五
項
、
第
十
八
条
の
八
第
四
項
、
第
十
八
条
の
 
 

仁
 

第
行
∵
「
三
条
 
国
庫
は
、
第
一
上
十
条
 
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
の
二
 
 

、
第
六
＝
▲
り
の
∴
及
び
第
九
［
一
り
を
除
く
。
）
 
及
び
第
五
「
▲
条
 
（
第
三
［
一
万
及
び
第
 
 
 

条
 
次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
市
町
村
の
支
弁
と
す
る
。
 
 

第
に
仁
一
 
 

～
行
 
 
（
略
）
 
 

第
閃
∵
十
九
条
 
こ
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
 
 

第
∵
一
十
四
条
の
九
 
市
町
村
は
、
第
∵
十
▲
条
の
十
の
∴
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
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童
養
育
事
業
並
び
に
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
そ
の
 
 

要
な
事
項
は
、
命
令
で
定
め
る
。
 
 

福
祉
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
れ
う
も
の
と
す
る
 

業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
占
伸
事
業
、
 
 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
 
 

だ
し
、
民
法
第
ヒ
百
九
仁
七
条
の
規
定
に
よ
る
縁
組
の
承
諾
を
す
る
に
は
、
厚
 
 

都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
得
な
け
れ
 
 

生
ガ
働
省
令
わ
定
め
る
と
二
ろ
に
よ
り
、
 
 

ば
な
ら
な
い
い
 
 

乳
児
家
庭
全
P
訪
間
事
業
又
は
養
育
支
援
訪
問
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
 
 

第
J
一
拍
、
第
二
卜
一
条
の
十
の
一
▲
第
凹
項
、
 
 

を
〓
う
音
叉
は
未
成
年
後
見
人
が
あ
る
に
至
る
ま
で
の
間
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親
権
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行
う
∩
ノ
 
ブ
 
 

h
＝
一
り
か
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仙
弟
九
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で
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。
 
 

養
育
支
援
訪
問
事
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実
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児
家
庭
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戸
訪
問
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六
条
関
係
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（
定
義
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第
二
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略
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2
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略
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に
掲
げ
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二
種
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福
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事
業
と
す
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。
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童
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童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
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に
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成
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業
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児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
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平
成
十
二
年
法
律
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八
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二
号
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抄
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附
則
第
十
六
条
関
係
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児
童
虐
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を
行
っ
た
保
護
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に
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す
る
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等
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第
十
一
条
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略
）
 
 

2
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4
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略
）
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児
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相
談
所
長
は
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第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
保
護
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が
当
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告
に
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わ
ず
、
そ
の
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護
す
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に
対
し
親
権
を
行
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せ
る
こ
と
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し
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当
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の
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す
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。
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談
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に
対
し
親
権
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
著
し
 
 
 

く
当
該
児
童
の
福
祉
を
害
す
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
適
切
に
、
児
童
 
 

福
祉
法
第
三
十
三
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

■
i
l
叩
d
」
一
l
，
 
二
 9

一
 
 

■
 
3
 
 

6
 
 

「雷  



児童虐待防止に係る広報啓発（オレンジリボン・キャンペーン等）の取組  

について   

平成16年度から、児童虐待防1L法が施行された11月を「児童虐待防1ヒ推進川謂」  

と位置づけ、児童虐待に関する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発  

活動を実施している。   

平成20年度においても、 月間標語の公′募、広報啓発ポスター・チラシの作成・配  

布、新聞等各種媒体を活用した広報啓発などを行うほか、「子どもの虐待防止推進  

全国フォーラムin しが」を、11月2日（目）～3［］（月・祝）に滋賀児大津直に  

おいて開催することとしている。   

この全国フォーラムは、国が主催として実施するものであるが、開催地にとって  

も、児童虐待防止に向けた機運の醸成に資するほか、地方自治体に加えて広く関係  

者が運営に参加することにより、地域の関係機関や民間団体等との連携が促進され  

る等の効果が期待されるものである。   

ついては、平成21年度の開催地の選定に当たり、都道府県を対象に広く開催希望  

を募ることとしたので、関心のある都道府県におかれては、虐待防止対策室調整係  

まで問い合わせていただくとともに、開催希望がある場合には、7月18l】（金）ま  

でに連絡願いたい（詳細は、別途配布の事務連絡参照）。   

また、子どもの虐待を防止するメッセ」一ジが込められた「オレンジリボン・キャ  

ンペー ン」は、多くの国民が児竜虐待を自らの問題として関心を持ち、社会全休で  

児童虐待を防止する機運を高める有効な取組であると考えられることから、本牛度  

も「オレンジリボン・キャンペーン 2008（案）」として、オレンジリボンを  

通じた啓発活動を積極的に展開していくこととしている。つ   

各地方自治体におかれても、別添資料「オレンジリボン・キャンペーン 200  

8（案）」を参考に、民間団体やメディアとも連携しながら、地域住比と接点のあ  

る様々な場面や機会を活用して、本キャンペーンの展開をお願いしたい。  

【参考】過去の全国フォーラム開催状況  

平成17牛度 「子どもの虐待防止推進全国フォーラムin さいたま」  

〈テーマ〉 すべての子どもと子育てを大切にする社会づくりに向けて  

平成18年度 「子どもの虐待防止推進全国フォーラムin しずおか」  

〈テーマ〉 子どもと家族の声に耳を傾けて  

平成19年度 「子どもの虐待防止推進全国フォーラム jn くまもと」  

〈テーマ〉 児童虐待対策の今、そして、これから  
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「オレンジリボンーキャンペーン2008（案）」について  

1 趣旨   

民間と国・地方自治体で、それぞれ別個に実施されてきた児童虐待防Lヒに向け   

たキャンペーン活動について、「民間・地方自治体・国」が11月の児童虐待防止   

推進月間を中心に、相互に連携したトータルな形で実施するものとする。  

2 基本方針  
（1）ややもすれば関係者中心となりがちの講演会型のキャンペーンだけでなく、  

広く一般の関心を集めるような、シンボル的施設のオレンジライトアップやイ  

ルミネーション、市民参加によるパレード等の啓発活動等、社会全体で児童虐  

待を防止する気運を高める取組を実施する。  

（2）特定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワークが中心となって実施する  

民間レベルの取組を積極的に応援するとともに、児童虐待防止対策協議会の場  

を活用し、「民間・地方自治体・国」が連携し、 ▼一体となったキャンペーンを  

展開する（平成19年度の取組については、同全国ネットワークのウェブサイト   

ht，tP：／／www．orangeribbon．jp／index．phpを参照）。  

3 実施に当たってのポイント  

単にイベントを実施するのではなく、「オレンジリボン・キャンペーン」を通   

じて、伝えたいこと、広げたいことが明確に一般市民に届くような企画・運営を   

行う（メディアと協力するなどして、市民の心に届くメッセージ性のある企画を   

めざすなど）。  

《オレンジリボン・キャンペーンを通じて届けたいメッセージの例》  

○ まずは身近な自分の子育てを振り返ってみてほしい  

○ もし、子育てに悩んでいる人がいたら、ひとりで抱え込まずに相談してほし   

し＼  

○ もし、虐待で苦しんでいる子どもたちがいたら、がまんしないで打ち明けて   

ほしい  

○ 自分の周囲で虐待が疑われる事実を知ったときは、蹟躇なく通報してほしい  

○ 虐待を受けた子どもたちの自立に向けた支援の輪に加わってほしい  

○ もし可能なら、虐待を受けた子どもたちのための親代わり（里親）になって   

みてほしい  
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「子どもの虐待防止推進全国フォーラムinしが」の開催について  

～平成20年度は、滋賀県大津市で開催します～  

1．趣  旨   

児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しており、特に、子どもの生命が奪  

われるなど痛ましい事件も後を絶たない状況にあります。児童虐待問題は社会全体で早  

急に解決すべき重要な課題となっており、虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐  

待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要です。   

こうした状況を踏まえ、平成16年度から、児童虐待防止法が施行された11月を「児  

童虐待防止推進月間」と位置づけ、児童虐待に関する社会的関心の喚起を図るため、広  

報・啓発活動を集中的に実施することとしています。   

平成20年度におきましても、児童虐待防止推進月間標語の募集、広報啓発ポスターt  

チラシの作成・配布、政府広報等を活用した各種媒体（新聞、雑誌等）による広報啓発  

などを行うほか、次のとおり、全国フォーラムを開催することとしております。  

2．全国フォーラム  

（1）開催日  

平成20年11月2日（日）～3日（月・祝）  

（2）開催場所  

会場 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール（滋賀県大津市打出浜15－1） 等  

（3）参加募集  

本年8月（予定）に、当省ホームページ等において募集を行います。  

（4）主 催  

厚生労働省  

（5）協 力  

滋賀県、大津市、滋賀県要保護児童対策連絡協議会 等  
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事 務 連 絡  

平成20年6月17日  

都道府県児童福祉主管課長 殿  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課  

虐待防止対策室長  

児童虐待防止推進全国フォーラムの開催希望の募集について   

平成16年度から、児童虐待の防止等に関する法律が施行された11月を「児童虐待防止推  

進月間」（以下「月間」という。）と位置づけ、児童虐待に関する社会的関心の喚起を図る  

ため、集中的な広報・啓発活動を実施しているところである。   

平成20年度においても、月間標語の公募、広報啓発ポスター・チラシの作成・配布、新  

聞等各種媒体による広報啓発を行うほか、別紙のとおり「児童虐待防止推進全国フォーラ  

ム」（以下「全国フォーラム」という。）を滋賀県大津前において開催することとしている。   

この全国フォーラムは、厚生労働省の主催であるが、企画・運営に当たっては、開催地  

となる地方自治体にもご協力をお願いすることとなる。これは開催地にとっても、児童虐  

待防止に向けた機運の醸成に資するとともに、地方自治体に加え、広く関係者が主体的に  

運営に参加することにより、地域の関係機関・民間団体等との連携が促進される等の効果  

が期待されるものである。   

今般、平成21年度における全国フォーラムの開催について、都道府県を対象に開催希望  

を募ることとしたので、ご関心のある都道府県におかれては、雇用均等・児童家庭局総務  

課虐待防止対策室調整係まで事前に問い合わせていただいた上で、別添様式に必要事項を  

記載し、7月18日（金）までに下記担当者宛に提出いただきたい。  

本件担当者   

雇用均等・児童家庭局総務課   

虐待防止対策室調整係 伴野・馬島   

電 話03－5253－1111（内7799・7800）   

FAX O3－3595－2668  
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子ども虐待対応の手引きの改訂について  

1 趣旨  

子ども虐待対応の手引きは、児童相談所等の児童虐待の初期対応を担う職員  

が、対応に苦慮する際に参照することを念頭に置き作成しており、平成20年  

4月1日に施行された改正児童虐待防止法の出頭要求・臨検■捜索等の新たな  

制度に関する実務モデルを盛り込むとともに、その他の内容に関しても現状に  

即した見直しを行う。  

2 作成方法  

児童相談所の実務者、児童虐待対応に関する有識者の協力を得て作成する。  

3 完成時期  

平成21年1月を目途に改訂版を通知する予定。  
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事  務  連  絡  

平成20年5月14日   

都 道 府 県  

各指 定 都 巾 児童相談所担当 殿   

児童相談所設置巾  

厚 生 労 働 省  

雇用均等・児童家庭局総務課児童相談係  

子ども虐待対応の手引きの改訂に当たっての事例の提供について（依頼）   

日頃より児童虐待防止対策に御尽力を賜り、誠にありがとうございます。   

さて、本年4月1日に児童虐待の防止等に関する法律（以下、「児童虐待防止  
法」という。）及び児童福祉法の一部改正法が施行されたことに伴い、標記手引き  

の改訂を予定しております。   

つきましては、改訂に当たっての参考とさせていただくため、本年4月1日から  

8月末までの間に、下記の事項に該当する事例がある場合は、平成20年9月17  

日（水）までに当該事例の概要の提出をお願いいたします。（様式は任意です。別  
添を参考としてください。）   

お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。  

記   

1 調査項目  

（1）児童虐待防止法第8条の2第1項に基づく出頭要求  

（2）児童虐待防止法第9条の2第1項に基づく再出頭要求  

（3）児童虐待防止法第9条の3第1項に基づく臨検・捜索  
（4）児童福祉法第第61条の5に基づく立入調査拒否罪としての告発  

2 提出期日   

平成20年9月17日（水）〆切（FAX、メールでの提出可）  

3 提出先及び照会先  
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課児童相談係 西浦  

住 所：〒100－8916 東京都千代田区霞ヶ関1－2鵬2  

TE L：03－5253－1111（7829）  

F AX：03－3595～2668  

e～mail：nishiura－keiko＠mhlw．go．jp  
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（別添）  

児童相談所等における臨検・捜索等の事例について  

都道府県・指定都市・児童相談所設置巾名   

l児童虐待防止法第8条の2第1項に基づく出頭要求事例  
（以下の2，3に該当する場合は、ここでの記入は不要です。）  

【事例の概要例】  

・虐待が疑われる児童の年齢・性別・家族構成  

・保護者に出頭を要求した背景（理由）  

・出頭要求日  

・出頭時の保護者の様子  

・保護者の出頭時の対応者（肩書き、人数）  

・出頭後の対応（援助方針等） など  

2 児童虐待防止法第9条の2第1項に基づく再出頭要求事例  

（以下の3に該当する場合は、ここでの記入は不要です。）  

【事例の概要例】  

・虐待が疑われる児童の年齢・性別・家族構成  

・保護者に亡il頭を要求した背景（理由）  

・再出頭を要求した理由  

・再出頭要求日  

・出頭時の保護者の様子  

・保護者の出頭時の対応者（肩書き、人数）  

・出頭後の対応（援助方針等） など  

3 児童虐待防止法第9条の3第1項に基づく臨検・捜索事例  

【事例の概要例】  

・虐待が疑われる児童の年齢・性別・家族構成  

・臨検・捜索に至った経緯  

・虐待が疑われてから臨検・捜索までの手続きに要した期間  

・臨検・捜索の概要   

（実施日、対応者の肩書き・人数、臨検・捜索の内容）  

・臨検・捜索後の対応（援助方針等） など  

4 児童福祉法第第61条の5に基づく立入拒否罪としての告発事例  

【事例の概要例】  

・告発に至った経緯  

・ケーースの概要  

・告発目 など  
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㊧ 
雇児総発第0331003号  

平成20年3月 31日  

都道府県  

指定都市  児童福祉主管部（局）長・母子保健主管部（局）長 殿  

児童輔稲量市  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課  

妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る  

保健医療の連携体制について   

厚生労働省で把握した児童虐待による死亡事例においては、0歳児が多くを占めてい  

るが、その背景には、母親が妊娠期に悩みを抱えていたり、産後うつなどがあるものと考え  

られている。こうしたことからは、子育てを支援し、ひいては児童虐待を予防するため、妊  

娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭を早期に把握し、地域の実情に応じ  

医療機関から市町村保健センター等保健機関への情報提供や相互の連携体制を整備  

することが必要と考えられる。   

このため、今般、このような養育支援を特に必要とする家庭に対して、医療機関と保健  

機関の間で効果的に情報提供・共有するための連携体制のあり方を下記のとおり取りまと  

めたので、各都道府県におかれては、これを管内市町村並びに医療機関に周知するとと  

もに、連携体制の整備にご尽力願いたい。   

なお、体制整備に当たっては、「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」  

（平成20年3月31日雇児発第0331010号雇用均等・児童家庭局長通知。別添1）の「子  

どもの心の診療拠点病院機構推進事業」における連携の仕組みを活用するなど工夫した  

取組をお願いする。   

また、情報提供の対象となる家庭について、医療機関が市町村に対して情報提供を行  

う場合には、「養育支援を必要とする家庭に関する医療機関から市町村に対する情報提  

供について」（平成16年3月10日雇児発第0310001号雇用均等・児童家庭局総務課長  

通知。別添2）において、情報提供を行った医療機関は、診療情報提供料として診療報酬  

上の算定ができることとしているが、今般の診療報酬改定に伴い、「診療報酬の算定方法  

の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成20年3月5日保医発0305001号保険局  

医療課長・歯科医療管理官通知。別添3）により、留意事項及び様式番号が変更されてい  

るので、念のため申し添える。さらに、この取扱いに当たっては「疑義解釈資料の送付に  

ついて」（平成16年7月7日保険局医療課事務連絡。別添4）を併せて参考にされたい。   

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定に  

基づく技術的な助言である．。  
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記  

1．目的   

医療機関が妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭を把握した場合、市  

町村に対し情報提供を行い、市町村が早期に家庭への養育支援を開始することにより、  

家庭の養育力の向上を目指すとともに、ひいては児童虐待の未然防止に資することを目  

的とする。  

2．情報提供の対象となる家庭   

医療機関が市町村に対して情報提供を行う対象となる家庭は、別表に示す項目に該当  

する保護者又は子どもがいる家庭などのうち、医療機関において、早期に養育支援を行う  

ことが特に必要であると判断した家庭、又は、その出産後の養育について出産前におい  

て養育支援を行うことが特に必要であると判断した妊婦を対象とする。   

なお、医療機関において、児童虐待を受けたと思われる子どもを把握した場合には、  

児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法と」とい  

う。）に基づき、市町村の虐待対応窓口、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談  

所に通告を行う。  

3．各関係機関の役割   

都道府県、市町村保健機関及び医療機関の役割は以下の（1）から（3）に示すとおりで  

ある。なお、医療機関による保健機関に対する情報提供については、「養育支援を必要と  

する家庭に関する医療機関から市町村に対する情報提供について（平成16年3月10  

日雇児総発第b310001号雇用均等・児童家庭局総務課長通知）」に基づきこれを実施す  

ることにより、情報提供を行った医療機関は診療情報提供料として診療報酬上の算定が  

できるものである。  

（1）都道府県   

（丑都道府県は、地域における保健医療の連携体制についての企画を行うととも  

に、管内の各関係機関に対して実施に当たっての調整を行う。なお、母子保健  

医療対策等総合支援事業の「子どもの心の診療拠点病院機構推進事業」（平  

成20年3月31日雇児発第0331〔〕10号雇用均等・児童家庭局長通知）を実施  

する場・合は、その拠点病院がこれを行うこともできる。   

（卦都道府県においては、情報提供のあった事例及びその後の対応状況等を把  

握する。また、必要な事項について連携体制の改善を行う。  

③体制整備に当たっては、「子どもの心の診療拠点病院機構推進事業」における  

連携の仕組みを活用し、情報提供の判断に迷う事例について拠点病院が地  

域の医療機関に対して助言を行うなどの取組を検討する。  
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（2）市町村   

ア 市町村保健担当部署（保障機関を含む）の役割   

①本通知を参考とした保健医療の連携体制について、都道府県との連絡調整を  

行う。   

②医療機関から情報提供のあった事例及びその後の対応状況等について取りま  

とめ、都道府県に報告を行う。  

イ 市町村保健機関の役割  

医療機関から情報提供があった場合、当該情報提供に係る家庭が子どもを守   

る地域ネットワーーク（要保護児童対策地域協議会。以下「地域ネットワーク」とい  

う。）の対象ケースに該当しているか否かを確認する。  

地域ネットワークの対象ケースに該当している場合、必要に応じて地域ネットワ   

ークにおいて支援内容を見直し、対応することとし、対象ケースに該当し七いな   

い場合には、以下により対応する。   

①対象家庭に対して、妊産婦訪問や新生児訪問、生後4か月までの全戸訪問事  

業（こんにちは赤ちゃん事業）、育児支援家庭訪問事業等による家庭訪問を実  

施する。   

②①の結果に基づき、養育に関する問題を明らかにし、必要な衰育支援を実施  

する。   

③．②の訪問結果及び必要な支援内容について医療機関に情報提供し、医療機  

関と情報共有するとともに、必要な場合には連携して対応を行う。   

④（∋から③の対応を講じていく中で必要があると認められる場合、地域ネットワー  

クにおける支援内容に関する協議や児童相談所への送致を行う。   

⑤医療機関から情報提供を受ける等の窓口は市町村の保健機関とするが、医療  

機関から情報提供があった場合の対応は、保健担当部署（保健機関を含む。）  

と児童福祉担当部暑が連携して実施するものとする。なお、市町村は地域の医  

療機関に対して、当該市町村において実施している母子保健サービスについ  

て情報提供を行う。  

（3）医療機関  

①医療機関は、保健機関に情報提供しようとする場合、対象者に対して当該情報  

提供の概要を説明するとともに、居住している市町村の養育支援を受けること  

が心理的・身体的負担を軽減し、ひいては養育力の向上につながることを説明  

し同意を得る。  

②医療機関は、情報提供の対象となる患者が子どもの場合は別添3様式12の2  

に、母親の場合は別添3様式12の3に必要な事項を記載し、患者が居住する  

市町村の保健機関に情報提供を行う。  
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③その後、医療機関は、市町村と情報を共有するとともに、必要に応じて連携して   

子どもと保護者に対する医療の提供を行う。この場合、医療機関の規模や機能   

に応じて、情報把握や記録、対象者への説明、保健機関との道路等の窓口と   

寧る部署や担当者を事前に決めておくことが望ましい。  

④①の情報提供の同意が得られない場合、医療機関は患者に対して、当該患者   

が居住する地域の母子保健サし一ビス等について情報提供を行うなど適切に対   

応する。  

⑤児童虐待を受けたと思われる子どもを把握した場合には、児童虐待防止法に   

基づき市町村の虐待対応窓口、あるいは、都道府県の設置する福祉事務所又   

は児童相談所に通告を行う。  
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別表 情報提供の対象となりうる例  

（社会保障審議会児童部会児童虐待等安保諸事例の検証に関する専門委貞会検証事例等から抽出）  

子どもの状況  保護者の状況   

胎児に疾病、障害がある  

先天性疾患  

出生後間もない長期入院による母子分離  

行動障害（注意集中困難、多動、不適応、攻撃性、自傷行為等）  

情緒障害（不安、無関心、分離、反抗など）  

保護者が安全確保を怠ったことによる事故（転倒・転落・溺水・熱  

傷等）  

アレルギーや他の皮膚疾患はないが難治性のおむつかぶれが  

ある場合  

多胎  

低出生体重児  

身体発育の遅れ（低体重、嘩身長）  

運動発達・言語発達・認知発達の遅れ  

健診未受診、予防接種未接種  

衣服等が不衛生  

糖質の過剰摂取や栄養の偏りによると思われる複数の靡歯等   

分娩時が初診  

精神疾患がある（産後うつを含む）  

知的障害がある  

虐待歴・被虐待歴がある  

アルコールまたは薬物依存が現在または過去にある  

長期入院による子どもとの分離  

妊娠・中絶を繰り返している  

望まない妊娠（産みたくない、産みたいけれど育てる自信がない  

等）  

初回健診時期が妊娠中期以降  

多子かつ経済的困窮  

妊娠・出産・育児に関する経済的不安（夫婦ともに不安定な就  

労、無職等）  

若年（10代）妊娠  

多胎  

一人親・未婚・連れ子がある再婚  

産後、出産が原因の身体的不調が続いている  

子どもを抱かない等子どもの世話を拒否する  

子どもをかわいいと思えないなどの言動がある  

夫や祖父母等家族や身近の支援がない  

医療を必要とする状況ではないが子どもを頻繁に受診させる  

育児知識・育児態度あるいは姿勢に極端な偏りがある  

衣服等が不衛生  

表  



別添1  

（抄）  

雇児発第0823001号  

平成17年8月23日  

一部改正 雇児発第1011007号  

平成18年10月11日  

一部改正 雇児発第0514002号  

平成19年5月14日  

一部改正 雇児発第0331010号  

平成20年3月31日  

都道府県知  

各 政令市市  

特別区区  

殿  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

母子保健医療対策等総合支援事業の実施について   

母子保健挺療対策事業について、この度、拉子保健医療対策等総合支援事業実施要綱を  

別紙のとおり定め、平成1＿7年4月1．甘から適用することとしたので、御了知の上、本音  

業の実施につきお頗いする。   

なお、木通知の施行に伴い、母子保健強化推進特別事業の実施について（平成8年5月  

10日児発第485号厚生省児童家庭局長通知）、新生児聴覚検査の実施について（平成  

12年10月20日児発第834号厚生省児童家庭局長通知）、疾病により長期にわたり  

療養を必要とする児童に対する療育指導について（平成9年4月1！▲i児発第250号厚生  

省児童家庭局長通知）、生涯を通じた女性の健康支援事業の実施について（平成8年5月  

10日児発第483号厚生省児童家庭局長通知）、特定不妊治療費助成事業の実施につい  

て（平成1〔．年3月31日雇児発第0331008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

通知）、周産期医療対策整備事業の実施にづいて（平成8缶5月10日児発第488号厚  

生省児童家庭局長通知）は、廃止する。  
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別紙  

母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱  

第1 趣旨  

近年の少子化、核家族化、女性の社会進出等に伴い、子どもが健やかに生まれ育つ  

ための環境づくりの推進を図ることは重要な課題であり、その中心的役割を担う母子   

虎健医療対策の充実強化が求められている。  

母子保健医療対策等総合支援事業は、このような課題に対応し、次世代育成支援対  

策の推進等に必要な総合的な施策を実施するものである。  

第2 事業内容   

1 子どもの心の診療拠点病院機構推進事業   

（1）事業目的  

様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県におけ  

る拠点病院を中核とし、地域の医療機関並びに児童相談所、保健所、市町村保健セ  

ンター、要保護児童対策地域協議会、発達障害者支援センター、児童福祉施設及び  

教育機関等（以下「保健福祉関係機関等」という。）と連携した支援体制の構築を  

図る。  

なお、本事業は、子どもの心の診療拠点病院としての施設及び設備基準、地域の  

医療機関及び保健福祉関係機関等との連携体制等について検討するため、試行的に  

実施するものである。   

（2）実施主体  

本事業の実施主体は、都道府県とする。   

（3）事業内容  

都道府県は、次に掲げる事業を実施するものとし、3年を限度に補助するものと  

する。  

（D 子どもの心の診療支援（連携）事業  

ア 地域の医療機関から相談を受けた様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達  

障害の症例に対する診療支援  

イ 地域の保健福祉関係機関等から相談を受けた様々な子どもの心の問題、児童  

虐待や発達障害の症例に対する医学的支援  

ウ 問題行動事例の発生時における医師等の派遣  

工 地域の保健福祉関係機関等との連携会議の開催  

② 子どもの心の診療関係者研修事業  

ア 医師及び関係専門職に対する実地研修等の実施  

イ 地域の医療機関及び保健福祉関係機関等の職員等に対する講習会等の開催  

（∋ 普及啓発・情報提供事業  

子どもの心の診療に関する情報を幅広く収集し、地域の医療機関、保健福祉関  

係機関等及び地域住民に対して、ホームページ等により適切な情報を提供すると  

ともに、子どもの心の問題について普及啓発を図る。  
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（4）その他  

本事業の実施にあたっては、中央拠点病院と連携を図り、適切な運営に努めるこ   

と。  

第3 国の助成  

拉子保健医療対策等総合支援事業の各事業に要する経費については、国は予算の範  

囲内において別に定めるところにより補助することができるものとする。  

ただ1∴ 法律、政令、省令等に基づき他から国庫補助金が交付される事業は対象か  

ら除外する。  

第4 事業計画  

この実施要綱に基づく各事業を実施する場合には、別紙様式による事業計画を策定  

し、別に定める期日までに厚生労働大臣に提出すること。  
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別添2  雇児総発第0310001号  

平成16年3月10自  

各G 道 

児童福祉主管都（局）長  府県  

殿  定都市  

母子保健主管部（局）長  中核市  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課  

養育支援を必要とする家庭に関する医療機関から市町村に対する情報提供について   

子どもの健全育成を図る上で、「養育支援を必要とする家庭」を的確に把握し、適時適切な支  

援を行うことは重要な取組であるが、こうした取組は子どもに対する虐待の予防にも資するもので  

ある。   
このため、平成16年度予算（案）七おいても育児支援家庭訪問事業を新たに創設するなど、養  

育支援が必要な家庭に対する支援の充実を図ることで虐待の予防を目指しているがこ支援を必  

要とする家庫を早期に把遺するたあには、家庭と接点を有する様々な関係機関からの情報提供  

を促していくことが必要である。 

中でも医療機関は、出産前後の健診や、子どもや養育者の疾患等による受診を契機として、支  

援が必要と思わ叫る家庭と接点を持つことが多いことから、医療機関の積極的な情報提供は「養  

育支援を必要とする家庭」の早期把握のために重要である。   

こうした医療機関から地域の保健福祉を纏う市町村等に対する診療情報の提供については、  

従来から診療情報提供料として診療報酬上の評価が行われ、償健福祉サービそを必要とする要  

介護高齢者を念頭に置いた情報提供の様式力苧示されてきたところであるが、以上のような子ども  

の養育支援の重要性に鑑み、本年4月から実施される診療報酬改定により、子どもの養育支援を  

念頭に置いた情報提供の様式が新たに別紙様式9・10として示されることとなった。なお、別添様  

式9は患者が18歳以下の子どもの場合に用 

合に用いられる様式である。（別添参照）   

っいては、こうした情報提供が円．棺に行われるよう市町村における情報の受理窓口を医療機関  

に周知するとともに、この改正に伴い増加あミ予想される医療機関からの情報を積極的に活用し  

的確な養育支援が行われるよう各都道府県内の市町村に対し周知願いたい。   

またこうした情報を受け、限られた資源の中で効果的な養育支援を行づていくためには市町村  

虐待防止ネットワーク等を活用し、養育女援に必要な情報集約や、関係声援機関の情報共有の  

円滑化を図ることで、共通認識にもとづいた支援計画を作成し、明確な役割分担のもと協働支援  

を行っていくための体制整備が重要である。   

なお、上記の診療情報の提供は患者の同意を得て行われるものであるが、同意が得られない  

場合であっても、疾病筆の状況如何によって軋保護者に子どもを監護させることが不適当である  
と認められ、児童福祉法第25条の規定による児童相談所又は福祉事務所に対する通告が必要と  

なる場合もあることについて、併せて医療機関に対し周知願いたい。   

おって本通知についてはヾ厚生労働省保険局医療魂と協議済みセある。  
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別添3  

（抄）  

保医発第0305001号  

平成20年3月 5 日  

地 方 社 会 保 険 事 務 局 長  

都道府県民生主管部（局）   

国民健康保険主管課（都）長  

都道府県老人医療主管部（局）   

高齢者医療主管課（部）長  

厚生労働省保険局医療課長  

厚生労働省保険局歯科医療管理官  

診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について   

標記については、本日、「診療報酬の算定方法を定める件」（平成20年厚生労働省告示第59号）等  

が公布され、平成20年4月1日より適用されることとなったところであるが、実施に伴う留意事  

項は、医科診療報酬点数表については別添1、歯科診療報酬点数表については別添2及び調剤報  

酬一た教案については別■添3のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療  

機関及び審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。   

従前の「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」（平成18年3月6日  

保医発第030（∋001号）は、平成20年3月31日限り廃止する。  

Bり添1  

医科診療韓醐点数表に関する事項  

第2章 特指診療料  

第1部 医学管理等   

BO O∈）診療情報提供料（1●）  
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（1〉 診療情報提供料（1）は、医療機関問の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局  

又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたもので  

あり、両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の   

確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとす  

るものである。  

（2）保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、  

その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った   

場合に算定すろ。  

（3）紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、下記の紹介先機関ごとに定め  

る様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介先の機関に交   

付する。また、交付した文書の写しを診療録に榛付するとともに、診療情報の提供先  

からの当該患者に係る問い合わせに対しては、懇切丁寧に対応するものとする。  

ア イ及びウ以外の場合  別紙様式11  

イ 市町村又は指定居宅介護支援事業者等  別紙様式12から別紙様式12の3  

ウ 介護老人保健施設  別紙様式13  

（4）当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場  

合や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対しで情報提供を行  

った場合は算定できない。  

（5）A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関（特別  

の関係にあるものを除く。）に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼  

した場合には、診療情報提供料（l）は算定できる。  

（6）（5）の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとど  

まる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料（l）、初診料、検査料、  

画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA  

保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。  

（7）（5）の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を  

受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料   

（l）を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、  

画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定で  

きない。  

（8）提供される情報の内容が、患者に対して交付された診断書等であって、当該患者よ  

り自費を徴収している場合、意見書等であって、意見書の交付について診療報酬又は  

公費で既に相応の評価が行われている場合には、診療情報提供料（＝は算定できない。  

（9）下記のア、イの場合については、患者1人につき月1回に限り、所定点数を算定す  

る。また、いずれの場合も診療情報の提供に当たって交付した文書の写しを診療録に  

添付する。  

ア 区分番号「CO Ol」在宅患者訪問診療科を算定すべき訪問診療を行っている保  

険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して  

継続して区分番号「CO O51在宅患者訪問者護・指導料又は区分番号「CO O5  

－1－2」居住系施設入居者等訪問看護・指導料を算定すべき看護若しくは指導又  
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は区分番号「CO O6」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべき  

指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療日、診療内容、患者の病状、  

日常生活動作能力等の診療情報を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な  

情報を提供した場合  

イ 区分番号「CO O5」在宅患者訪問者護・指導料又は区分番号【co o5－1－  

2」居住系施設入居者等訪問着護・指導料を算定すべき看護若しくは指導又は区分  

番号「CO O6」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべき指導管  

理を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、  

別の保険医療機関に対して、病歴、診療内容、患者の病状等の診療状況を示す文書  

を添えて、当該患者に係る撫養上必要な情報を提供した場合  

（10）診療情報の提供に当たり、 レントゲンフイルム等をコピーした場合には、当該レン   

トゲンフイルム等及びコピーに係る費用は当該情報提供料に含まれ、別に算定できな  

い。  

（11）「注2」に掲げる【‾市町村」又は「指定居宅介護支援事業者等」に対する診蛭情韓  

提供は、入院患者については、退院時に患者の同意を得て退院の日から2週間以内に  

診痴情報の提供を行った場合にのみ算定する。この場合においては、家庭に寺夏帰する  

患者が対象であり、別の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設等に入院者  

しくは入所する患者又は死亡退院した患者についてその診療情報を市町村又は指定居  

宅介護支援事業者等に提供しても、診療情報提供料（Ⅰ）の算定対象とはならない。  

（12）「注2」に掲げる†市町村又は介護保険法第46条第1項の規定により都道府県知事  

が指定する指定居宅介護支援事業者等」とは、当該患者の居住地を管轄する市町村  

（特別区を含む。以下同じ。）、保健所若しくは精神保健福祉センター又は指定居宅  

介護支援事業者若しくは地域包括支援センターをいう。また、「保健福祉サービスに  

必要な情報」とは、当該患者に係る健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保  

健サービス又はホームヘルプサービス、ホームケア促進事業、ショートステイ、デイ  

サービス、日常生活用具の給付等の介護保険の居宅サービス若しくは福祉サ｝ビスを  

有効かつ適切に実施するために必要な診療並びに家庭の状況に関する情報をいう。  

（13）「注3」Ⅰこついては、在宅での療養を行っている疾病、負傷のため通院困難な患者  

（以下「在宅患者」という。）に対して、適切な在宅医療を確保するため、当該患者  

の選択する保険薬局の保険薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患  

者又はその看護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方せん又は  

その写しに耐寸して、当該患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合  

に算定する。この場合において、交付した文書の他、処方せんの写しを診療録に添付  

する。  

なお、処方せんによる訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料（Ⅰ）は算  

定できない。  

（14）「注4」については、精神障害者である患者であって、次に掲げる施設に入所して  

いる患者又は介護老人保健施設（当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保  

健施設その他これに準ずる介護老人保健施設を除く一）「注5」において同じ。）に入  

所している患者の診療を行っている保険医療機関が、診療の結果に基づき、患者の同  
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意を得て、当該患者が入所しているこれらの施設に対して文書で診療情報を提供した   

場合に算定する。   

ア グループホーム及びケアホーム（障害者自立支援法第5条第10項に規定する共同  

生活介護を行う事業所及び同条第16項に規定する共同生活援助を行う事業所をい  

う。）   

イ 障害者支援施設（障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設をい  

い、日中活動として同条第6項に規定する生活介護を行うものを除く。）   

ウ 障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令夢19号）第6条の7第2項に  

規定する自立訓練（生活訓練）を行う事業所   

工 障害者自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援を行う事業所   

オ 障害者自立支援法第5条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所   

力 障害者自立支援法第5条第22頓に規定する福祉ホーム   

キ 障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することがで  

きることとされた精神保健福祉法第50粂の2第1項に規定する精神障害者社会復帰  

施設  

（15）「注6▼iに掲げる「老人性認知症センター等」とは、認知症の症状にある患者の鑑   

別診断、治療方針の選定等を行うものとして、都道府県知事が指定した保険医療機関   

等をいうものであり、その取扱いについては、「老人性認知症センター事業実施要   

綱」（平成元年7月11日付健医発第850号）等を参考とし、都道府県精神保健主管課  

（部）と連絡を密にするものであること。  

（16）「往7」に掲げる退院患者の紹介に当たっては、心電図、脳波、画像診断の所見等  

診療上必要な検査結果、画像情報等及び退院後の治療計画等を添付すること。また、  

添付した写し又はその内容を診療録に貼付又は記載すること。なお、算定対象が介護  

老人保健施設である場合は、当該加算を算定した患者にあっては、その後6か月間、  

当該加算は算定できない。  

（17）「注8」の加算は、区分番号「BO O5－4」ハイリスク妊産婦共同管理料（1）が  

算定されない場合であっても算定できる。  

（18）「注9」・に掲げる「専門医療機関」とは、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、  

医療情報提供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護サービス等との調整を行う  

保険医療機関であること。  

（19）「注10」の加算については、身体症状を訴えて精神科以外の診療科を受診した患者  

について、当該精神科以外の診療科の医師が、その原因となりうる身体疾患を除外診  

断した後に、うつ病等の精神疾患を疑い、精神医療の必要性を認め、患者に十分な説  

明を行い、同意を得て、・精神科を標傍する別の保険医療機関の精神科に当該患者が受  

診する日（紹介した日より1月間以内とし、当該受診日を診療録に記載すること。）  

について予約を行った上で、患者の紹介を行った場合に算定する。  
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（別紙様式12の二2）   

情報提供先市町村  

平成  年 月 「］  
市町村長 殿  
紹介元医療機関の所在地及び名称  

電話番号  

医師名  

1．必要がある場合は続紙に記載して添付すること。  

2．本様式は、患者が18歳以下である場合について用いること。  

＊備考  

－84－   



（別紙様式12の3）   

情報提供先市町村  

平成  年 月  日  

市町村長 殿  
紹介元医療機関の所在地及び名称  

電話番号  

医師名  

昭和・平成  年  月  日生  
患者の氏名  男・女  （  ）歳  

職業（  ）   

傷病名   

（疑いを含む）  その他の傷病名   

病状  

既往症  

治療状況等  

児の氏名   
男・女  平成  年   月   日生まれ   

住所   
電．話番号  （自宅・実家・その他）   

退院先の  

住所   様方 電話番号  （自宅・実家・その他）   

入退院日  入院日：平成 年 月   日  日   

出産場所：当院・他院  退院（予定）日：平成．年 月  
（  

今回の  ）週 単胎・多胎（）子中（）子【   
g）身長：（  cm）   

状況  出産時の特記事項：無・有（  ）  

妊娠中の眞常の有無：無・有（  ）  

妊婦健診の受診有無：無・有（ 回：  出産時の  体婁：（  ）育児への支援者：無・有（）   

※以下の項目は、該当するものに○、その他には具体的に記入してください   

児の状況   
発育・発達   ・発育不良・発達のおくれ・その他（  ）  

日常的世話の状況  ・健診、予防接種未受診 t不潔・その他（  
）  

基昼型臥 傾会が壁埠軽少な吏ユニそ空地し 【＿＿《  【W¶［▼ 
ー他の児の状況   ）・障害（  ）  

こどもとの分離歴  ・出産後の長期入院・施設入所等・その他（ ）   

情報程供の  

目的とその  

理由  

＊備考  1．必要がある場合は続紙に記載して添付すること。  
2．本様式は、患者が現に子供の養育に関わっている者である場合について用いること。  
3．出産時の状況及び児の状況については、今回出産をした児のことについて記入すること。  
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別添4  

疑義解釈資料の送付について（抜粋）  

（平成16年7月7日：厚生労働省保険局医療課事務連絡）   

【診療情報提供料】  

問17保険医療機関が、児童福祉法第25条又は児童虐待防止法第6条に基づき  

通告を行う場合（※）、診療情報提供料は算定できるか。  

（※．）児童虐待防止法においては、「児童虐待を受けたと思われる児童」を発見した者は通告  

を行うこととされている占  

答児童福祉法第25条又は児童虐待防止法第6条に基づく通告は、医療機関申み  

ならず広く国民に課せられた義務であり、診療情報提供料は算定できない。・  

問18患者の同意が得られないが、市町村への情報提供の必要があると保険医療  
機関が判断し、市町村へ情報提供した場合、本点数は算定できるか。  

答 患者の同意は診療情報提供料の算定要件であり、算定できない。  

間1918歳以下の子どもが患者である場合、子どもの同意があれば、現に子どもの  

養育に当たっている者の同意がなくても本点数は算定できるか。  

答 養育支援は現に子どもの養育に当たっている者に対して行われるものであり、現  

に子どもの養育に当たっている者の同意がない場合は、本点数は算定できない。  

問2〔I市町村から保険医療機関が委託を受けて実施した健康診査等の際に、保険  

医療機関が子どもの養育支援が必要な状態であると判断し、市町村に情報提供を  

行った場合、診療情報提供料は算定できるか。  

答 市町村から委託を受けて実施した健康診査等に伴う情報提供であることから算  

定できない。  

問21別紙様式10は患者が「現に子どもの養育に関わっている場合」に用いること  

となっているが、実母、実父以外でも算定できるのか。  

筈 患者が保護者又は現に子どもの養育に関わっている同居人であって、養育支援  

を必要としていれば、実母、実父に限らず算定できる。  
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問22 別紙様式9又は別紙様式10は、具体的にはどんなケースが算定対  

と想定しているのか。  

答患者が子どもである場合には、別紙様式9により情報提供を行うこととなるが、例  

えば患者が未熟児である、あるいは発達の遅れが見られるなどの場合であって、育  

児や栄養に関する指導、あるいは家事等の援助などの養育支援が特に必要と考えら  

れる場合が想定される。また患者が養育者である場合には、別紙様式10により情報  

提供を行うこととなるが、養育者が母親である場合には二例えばマタニティーブルーズ  

や産後うつ等の精神疾患であり、育児に関する相談・指導等の養育支援が特に必要  

と考えられる場合が想定される。   

患者が父親など母親以外の看である場合には、その者が統合失調症等の精神疾  

患やアルコール依存症等の疾患や疲れやすい慢性の病気を有している場合や、育  

児そのもの又はそれに加え経済的な問題や家庭不和などのストレスあるいはこれに  

起因する慢性的なだるさなどにより受診しており、育児指導、あるいは家事援助等の  

着育支援が特に必要と考えられる場合が想定される。  

問23 養育支援とは何か。  

答清潔の保持、栄養摂取、生活環境整備など育児や栄養に関する相談・指導、子  

どもの身体的及び情緒的発達に関する相談・指導あるいは育児負担を軽減するため  

の家事援助、地域の子育て支援サービスの利用に関する助言・斡旋などが考えられ  

る。  

間24各市町村がどのような養育支援のメニューを持っているかについてどこに確  

認すればよいか。  

答 この様式による情報提供が円滑に行われるよう、厚生労働省雇用均等・児童家  

庭局から各都道府県等の児童福祉主管部局及び母子保健主管部局に対し、市町村  

における情報の受理窓口を医療機関に周知するよう通知したところである。   

（通知名）「養育支援を必要とする家庭に関する医療機関から市町村に対する情報  

提供について」（平成16年3月10日雇児総発第0310001号）   

※文中別紙様式・9及び10は、別添3「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事  
項について」（平成20年3月5日保医発第0305001号）において、それぞれ、別紙様式12  
の2及び12の3に変更された。  
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子どもの心の診療拠点病院のイメージ  

中央拠点病院  
・都道府県拠点病院に  

対ずる支援  

一医療の均てん化推進  

・専門家派遣  

・研修  

・調査研究  

・情報収集・提供、  
普及啓発  

都道府県拠点病院  

相談・紹介  

諸機関   



子どもの心の診療拠点病院の整備について  

（主な内容）  

○ 様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県  

域における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉機関等と連携した支  

援体制の構築を図るための事業を実施するとともに、中央拠点病院の整備を  

併せて行い、人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支援等を行う。  

1．子どもの心の診療中央拠点病院の整備  

事業内容  

都道府県拠点病院に対する技術的助言、連携会議の開催  

医療の均てん化推進機能  

強度の問題行動事例やPTSD対応などのための専門家派遣  

子どもの心の専門医や関係専門職の養成  

子どもの心の診療に関する政策的研究の実施、都道府県拠点病院にお  

ける調査結果の高度な研究・解析  

国内外の最新の医学的知見の収集、情報発信  

2．子どもの心の診療拠点病院機構推進事業  

当該事業は、3ケ年のモデル事業として実施し、全都道府県での整備に向け   

て拠点病院としての施設・設備基準、スタッフなど人的体制、地域の関係機関   

との連携支援体制などについて検証することとしている。  

（1）事業内容  
地域の医療機関や、関係機関から相談を受けた困難な症例に対する診  

療支援や医学的支援（アドバイス）  

子どもの心の問題に関する地域の関係機関の連携会議の開催  

医師、関係専門職に対する研修の実施、関係機関・施設の職員に対す  

る講習会の開催  

問題行動事例発生時やP TSD対応など専門家派遣  

専門機関に対する情報提供、地域住民に対する普及啓発 等  

（2）実施主体 都道府県  
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事  務  連  絡  

、ド成20牛3月 31「1  

県
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L‡ユ竜福祉担当首 殿  各
 
 

厚／巨利動省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止二対策室  

医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応について   

児童虐待防1上対策の推進については、かねてより格別のご配慮をいただき、厚く御  

礼申し上げます。   
今般、享平成19年3月31日付け雇児総発第0331004号において、医療ネグレクト  

により児童の生命・身体に重大な被害が生じ得る場合に対して、親権喪失宣告の申立  

てを行う事例などが見受けられることから、現行法において対応可能な手続を整理し、  

通知を発出したところです 

今後の医療ネグレクトiこ係る施策に資するよう、児童に対する手術等の医療行為に  

関する保護者の同意取得が困難であった事例について、上記の手続を執ったが保全処  

分に至らなかった事例又は卜記手続を執らなかった事例を含め、 情報収集させていた  

だきたいと考えております。つきましてほ、当該医療ネグレクトの事例があった場合、  
事後速やかにその旨情報提供いただきますようお願い申し上げます。  

（連絡先）  

厚生労働省効用均等児童家庭局  

総務課虐待防止対策室 衣笠・古ノー1  
03－5253－1111（7894，7941）  
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雇児総発第0331004号  

平成20年3月 31日  

童
 
 

〔
 
 

各
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都
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児童福祉主管部（局）長 殿  

市
 
 

置
 
 

設
 
 

所
 
 

目
 
 

⊥
人
」
 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長  

医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応について   

保護者が児童に必要な医療を受けさせることを怠る医療ネグレクトにより児童の  

生命・身体に重大な被害が生じ得る場合に対して、親権喪失宣告の申立てを行う事  

例などが見受けられることから、今般、このような事例について、現行法において  

対応可能な手続を整理したので、その内容をご了知いただくとともに、管下の児童  

相談所並びに管内の市町村及び関係団体に周知を図られたい。   

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定  

に基づく技術的助言であることを申し添える。  

記  

1 対象となる事例  

医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な被害が生じ得る事例が対象とな   

る。なお、児童の精神に重大な被害を与える事例についても対象になり得る。   

2 具体的手続   

1に該当する事例については、   

・児童相談所長による家庭裁判所に対する親権喪失宣告の申立て   

・親権喪失宣告の申立てを本案とする、保全処分としての親権者の職務執行停  

止・職務代行者選任の申立て   

を行い、保全処分が命じられることにより、職務代行者が保護者に代わって児童に   

医療を受けさせることが可能となるものである。  

なお、家庭裁判所における円滑な審理に資するように、適時適切な審判申立て等   

を行うよう努めるとともに、日頃から家庭裁判所との間で、この種の事件を家庭裁   

判所に申し立てるに当たっての留意点、審判手続上の問題点、調査及び審理に関す   

る留意点等について協議しておく必要がある。  

（1）親権喪失宣告の申立て  

① 申立権者  
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民法第834条においては、家庭裁判所は、千の親族又は検察官の詣虻により、  

その親権の喪失を宣告することができることとされ、r一の親族又は検察官に親権  

喪失宣告の申立権を付リーしているが、ここでは、児童福祉法第33条の6の規定に  

より児童相談所拉がIl＝ンニてを行うことを想定している。   

申立‾て：の対象となる家庭裁判所   

親権喪失宣告の対象となる親権者の住所地の家庭裁判所に申立てを行う。   

親権喪失宣てIiの申立て   

親株喪失宣告は、親権者がその親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときに  

行うことができるものであり、申立書に記載する∃主項は次のとおりである。   

ア 申立書の記載事項   

（ア） 申立人（児童用談所長）の氏名、職名、児童相談所の所在地、連絡暗  

に用いる電話番号   

（イ） 事件本人（親権を行う者のことをいう。以卜同じ。）の本籍、住所、  

氏名、生年月l】   

（ウ） 児童の本籍、住所、氏名、／巨年月日   

（ェ） 巾立ての趣旨  

事件本人である親権者の親権喪失宣告の審判を求める旨を記載するこ）   

（オ） 申立ての実情  

（児童と事件本人との親権の関係）  

児童が事件本人の親権に服している旨や、児童が実Fであること等の  

事件本人が親権を有する事由を記載する。  

（疾患と医療拒否の状況）  

児範に対して医療を受けさせる必要があるに幸）かかわらず、必要な医  

療を受けさせることを拒否し、 児茹の福祉を害するに空っている具体的  

な実情の詳灘を記載して、事什本人が親権を濫用し、又は著しく不行跡  

であることを明らかにする 

イ 添付吾頬  

次の（ア）から（カ）に掲げる質料を添付する。なお、医師の意見書等の添  

付書類宣ついては、中立てを受りた家庭裁判所の指示に従／〕て、過り」に対応  

する。  

（ア） 率イ′卜本人及び児童の戸籍謄本並びに住民票のノ与し  

（イ） 児童相談記録その他の．調査記録  

（・H 関係者の陳述書  

（エ） 医l帥の意見－1‡（別紙様式例参照）   

（オニ）疾患や治療方法などに／ついての内容を明確にするための医学書等〃）写  

し
 
 

（射 その他申立書の直容を補完する資料   など  
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（2）保全処分としての親権者の職務執行停止・職務代行者選任の申立て   

親権喪失宣告を申し立てた場合に、これを本案として、本案の審判の効力が生じ  

るまでの間、親権者の親権を停止するとともに、職務代行者を選任し、当該代行者  

により親権を行使する審判前の保全処分を申し立てることができる。  

（D 申立権者  

本案の申立人である児童相談所長が 申立人となる。  

② 申立ての対象となる家庭裁判所  

本案と同一の家庭裁判所に申立てを行うものとされている。  

（∋ 職務執行停止・職務代行者選任の申立て  

保全処分として、標記を申し立てる場合、本案審判が認容される蓋然性が高く、   

保全処分の必要があることについて疎明する必要があり、申立書に記載する事項   

等は次のとおりである。なお、当該事案に関しては、適宜、家庭裁判所に対して   

事案の経過などについての状況報告を行うなど、適切に連携を図ることが望まし  

い。  

ア 申立書の記載事項  

（ア） 本案審判事件  

本案である親権喪失宣告の審判申立事件を記載する。  

（イ）求める保全処分  

上記本案審判事件の審判確定まで、児童の親権者である事件本人につい  

て、親権者としての職務執行を停止し、その代行者として候補者を選任す  

る審判を求める旨を記載する。  

（ウ） 保全処分を求める事由  

（当事者）  

申立人、事件本人、児童について記載し 、児童が実子であること等  

の事件本人が親権を有する事由を記載する。  

（職務代行者の候補者）  

候補者を記載する。なお、候補者としては、当事者以外の親族や弁  

護士等が想定されるものである。  

（本案認容の蓋然性）  

本案が認容される蓋然性が高い旨の説明として、児童に対して医療  

を受けさせる必要があるにもかかわらず、必要な医療を受けさせるこ  

とを拒否し、児童の福祉を害するに至っている具体的な実情の詳細を  

記載して、事件本人が親権を檻用し、又は著しく不行跡であることを  

明らかにする。  

（保全の必要性）  

児童に医療を受けさせる必要性が高いものの、親権者が医療を受け  

させず、一方で、本案の審判確定を待つ時間的余裕もない旨など、保  

全処分の必要がある旨を端的に記載する。  

イ 添付書類  

次の（ア）から（キ）に掲げる資料を添付する。医師の意見書等については、  
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親権喪失′f▲；て封）申立ての添付質料と同様であり、申立てを受けた家庭裁判所  

の指示に従って、適切に対応する。  

（ア）事件本人及び候補者のf＝i籍謄本並びに住民票の二写し  

（イ） 児竜相談記録その他の調蛮記録  

（ウ） 関係者の陳述書  

（ェ）職務代行者の承諾書  

） 国師の意見書（別紙様式例参照）  

）疾患や治療方法などについての内容を明確にするための医学書等の写し  

）その他申立書の内容を補完する資料 など  

3 医療が実施された後の対応   

保全処分の対象となる医療行為が終rし、事件本人である保護者が親権を行使す   

るとともに、職務代行者による親権の行使が行われなくても支障がないと認められ   

る場合には、親権喪失盲告の申立てを取り下げることとするなど、適切に対応する。  
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（別紙）  

医師の意見書様式例  

意見書  

患者氏名  

年齢・性別   年  月  日生（  歳  か月）   男・女  

疾患名  （注1）  

現在の問題点（注2）  

今回、必要な医療行  

為の内容（注3）  

予測される効果  

（注4）  

当該行為を行わな  

かった場合に予測  

される結果（注5）  

その他特記事項  

記載日：  年  月   日  

医療機関名：  主治医名（自筆）：  

（柱1）略語は不可「。  

（注2）箇条書き等簡潔に記載することコ  

（注3）手術術式、投与薬剤名などを記載すること。  

（注4）当該医療行為によって改善される点を具体的に記載することっ  

（注5）治療しない場合の自然歴、死亡や蚕大な後遺症が起きる理由などを記載すること。   
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「医療ネグレクト」により、親権喪失宣告の請求をし、保全処分の申立  

てを行った事例について  

1．事例1  

○ 出生児に心臓疾患（ファロー四徴症）の診断を受けるも、実父母の   

判断で自主的に退院。実父母は、児童が2歳の時、保育所に児童がフ   

ァロー四徴症であることを隠して入所させる。保育所において、当該   

児童にチアノーゼなどの症状が見られたことから、保育所からA県保   

健所に通報。保健所において発達発育健診受診後、保健所の付き添い   

で医療機関において受診を受ける。  

○ 医療機関において、ファロー四徴症との診断を受け「手術をしない   

と生命に危険が及ぶ」と診断されたが、実母が子どもの体に傷をつけ   

たくないという理由から手術を拒否。  

○ 保健所から児童相談所へ児童虐待に係る通告。医療機関に一時保護   

委託をしながら、B家庭裁判所に対して児童相談所長による親権喪失   

宣告の申立及び保全処分の申立てを実施。1か月後、保全処分が認容   

され、児童相談所長を職務代行者として選任し、手術を実施。  

2．事例2  

○ 出生時に心臓疾患（完全大血管転位症）との診断を受けるも、実父   

母が宗教上の理由から手術を拒否。児童が低酸素症になっており、こ   

のままであれば、合併症として、過粘度症候群、喀血、腎機能障害な   

どが予想されると医療機関から児童相談所に通告。  

○ 児童相談所の職員が両親に対して、手術の説得に当たるが同意が得   

られず、C家庭裁判所に対して児童相談所長による親権喪失宣告の申   

立及び保全処分の申立てを実施。  

0 1週間後、保全処分が許容され、児童相談所長を職務代行者として   

選任し、手術を実施。  
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平成20年度 児童家庭相談に携わる職員を対象とした研修等一覧  

研 修 名   対象者区分   日 程   実 施 機 関   開催地   

児童相談所長研修   新任児童相談所長   4月24日′～25日  子どもの虹  
静岡県熱海市   

（1泊2日宿泊）  情報研修センター  

児童相談所・情緒障害児短  

医師専門研修  朋冶療施設・医療機関等で  
5月20日／～21日  子どもの虹  

（1泊2日宿泊）  情報石別宴センター   
ネ申戸市   

児童虐待に携わる医師  

児童相談所・要保護児童嘉］完ユ桟1或  

地域虐待対応研修指導者研修  
する本庁の職員等で、研修講師■  

子どもの虹  
（グループA）  企画立案担当予定看等の都道府  

6月3日～6日（4日間）  
惰幸嗣刑宴センター   

横浜市   

県・政宗市から推薦を受けた看  

保健所及び市町村等において母子  
保健業務、精神保憾福祉業務等に  
従事しているq」警保健師、弧産師  

児童虐待防止研修  （実務相島貢5年以上）の万。児塁  
柑喜炎所に勤祝する保健師等。ただ  
し、虐待事例への支ま蛋絹張を毎す  
ること力て望ましい。   

児童相談所児童福祉司  指導的立土易にある  
児童福祉司  

子どもの虹  
スーパーバイザー研修  7月1日′～4日（4日間）  

情報研修センター   
横浜市   

スーパーハイザー  

児妄相談所・要保護児雇束ほ泄1或  

地域虐待対応研修指導者研修 （グル 子どもの虹  
ープB）  企画立案担当予定音等の都道府  惰幸嗣刑彦センター   

横浜市   

県・政令市から摺薦を受けた苗   

児童相談所児童心理司  指導的立鳳こある  
児童心理司  子どもの虹  

スーパーバイザー研修  8月26日′～29日（4日間）    情報研修センター   横浜市   
スーパーパイザー  

地域虐待対応アドハンス研修 田  要保喜彗児望ヌヨ策地1或協議会主局塑機 関の職員等て、さらに専門的な箕0  子どもの虹  
（秋県）  請ぃ実務を学ほうとする音   情報石別宴センター   

秋臼県   

児童相談所長研修  子どもの虹  

（後期）   
新任児童相談所畏  10月22日～24日（3日間）    情報研修センター   横浜市   

児童相談所・情緒障害児  

治療機関・施設専門研修  
短期治療施設・小児精神  子どもの虹  
科医療施設等で子どもや  11月11日′～14日（4日間）    情報石刑宴センター   横浜市   

家族の治療に携わる職員  

児童相談所中堅児童福祉司・  中堅児童福祉司  
児童心理司合同研修  中堅児童心理司  11月19日′）21日（3日間）  国立保健医療科学院  埼玉県和光市   

（児童相訟所絶島案3年以上5年以下）  

地土或虐待対応アドバンス研修 （岐阜県）  要保喜蔓児童対策地域一品議芸昌局聖甥 関の職員等で、さらに専門的な知 識 子どもの虹  
・実務を学ぽうとする音   情報研修センター   

岐阜県   

地域虐待対応アドハンス研修 城  要イ呆護児妄対策地域協議含調整機 関の職員等で、さらに専門的な知  子どもの虹  
（茨県）  識・実損を字ぽうとする普   情幸嗣刑宴センター   

茨城県   

里実員対応関係機関職員研修  
児童相談所等  

里親対応担当職員等   12月8日／～10日（3日間）   国立武蔵野学院  さいたま市   

児童相談所一時保護所  一時保護所職員で  

指導者研修（第1グループ）  指導的立場にある者   1月14日′）16日（3日間）   国立武蔵野学院  さいたま市   

地土或虐待対応アドバンス研修 （宮崎県）  要保護L号室斉∃策地1或協議会喜周聖機 関の職員等で、さらに専門的な別 識 子どもの虹  

・芙緩を学ぽうとする看   情幸郎刑宴センター   
宮崎県   

児童相談所中堅児童福祉司・  中堅児童福祉司  
中堅児童心理司  

子どもの虹  
児童心理司合同研修  2月3日～6日（4日間）  

情報石刑屡センター   
横浜市   

（児童相談所紹騒3年以上5年以下）  

児童相談所一時保護所  一時保護所職員で  
指導者研修（第2グループ）  指導的立Ⅰ易にある者   

2月4目′）6日（3日間）   国立武蔵野学院  さいたま市   

思春期問題対応関係機関職員  思春期問題  
研修  対応関係機関職員   2月16日／）18日（3日間）   国立武蔵野学院  さいたま市   

この問題に関わる  子どもの虹  
テーマ別研修（親への支援）   専門職で各所属機関で  3月4日～6日（3日間）  

情報研修センター   
横浜市   

指導的立場にある者  

テーマ別研修  
この問題に関わる  子どもの虹  

（児童虐待に関する諸問題）   専門職で各所属機関で 指導的立場lこある者  3月11日（J13日（3日間）    惰幸嗣刑芽センター   
横浜市   

葡道府県、政令指定都市、児童椙   
三貴所設置市の職員及び児塁福子止法  
箋10葉栗11貞に規定する業務lこ携  4月1日から1年間   全国社会福祉協議会   神奈川県  

児童福祉司任用資格認定講習一     nる市町村の職員で、学手交教育法 箋52条による4年制大字を卒業  中央福子止学院   三浦郡葉山町  

した看又は平成20年3月に卒業  
見込みの音  －97－  



平成20年度 子どもの虹情報研修センター  
児童家庭相談に携わる職員（指導者）の研修受講・申し込み状況（H20．5末現在）  

所長研修   
児童福祉司  児童心理司  地域研修   都道府県別  児童相談所数  

S＞   SV   指導者   合計人数   

4   2  6   8   

3   つ L   7   6   

2   2   5   3   

3   3   

2   3   

2   5   2   

2   4   

2   口   2   6   3   

2   3   

2  2   3  

3   2   6   6   

3   5   2   5   15   6   

3   5   4   2   14   

2   3   2   8   5   

2   5   5   

2   2   2   7   2   

2   2   5   2   

2   2  

2   

3  3   7   5   

3  2   6   5   

2   3   3   9   4   

4   5   2   12   10   

2  4   5   

2   2   2   7   2   

3   3   

4  2   6   6   

2  2   4   

2   2   

2   4   2   

2   4   3   

2   5   4  

2  3   3   

2   4   3   

2   2   5   5   

2  2   4   3  

2   3   2   

2  2   3   

2   5   2   

3   4   

2   

2   3   2   

2   4   2   

2   2   6   2   

2   5   3   

2   3   

2   2  

2   

2   

4   4   10   4   

2   2   2   7   2  

3   5   

3   

4   6   

2   

2   5   

2   

2   

2   

2   

78   75   52   77   282   197   

60   80   80   120   340  
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子どもの虹情報研修センター 専門相談室   

子どもの虹情報研修センター「専門相談室」では、児童相談所、児童福祉施設、保健所・   

保健センター、市町村の相談部門、その他虐待問題等に関わっている機関や担当者の方   

を対象として、「法律」、「保健・医療」、「心理」、「福祉」等の分野についての専門相談や   

情報提供を行っています。  

● 虐待相談の対応でわからないことがある‥・  

● 児童虐待に関する文献・資料を探している■・・  

● 主催する研修会の講師のことで相談したい・・・  

● 施設内の対応の難しい児童についてセカンドオピニオンがほしい…  

・ 虐待の法的対応について弁護士に相談したい‥・  など  

ご相談は、電話、FAX、Eメール、手紙などで。 相談時間は、平日の9暗から17時までです。  

（045）871－9345（直通）  TEL  

Eメール  SOudan＠crcliapan．net  

（045）871－8091  FAX  

法律相談では、当センターで依頼している弁護士と直接、電話で相談していただくことも出来ます  

（無料です）。ご希望の方は先ず当専門相談室に電話でご相談ください。   

磯谷文明弁護士（くれたけ法律事務所）・高橋温 弁護士（新横浜法律事務所）  

＜参考＞ 【平成19年度子どもの虹情報研修センター専門相談実施状況】  

法律  保健t医療  心理  福祉  その他  計  

H18  H19  H18  H19  H18  H19  H18  H19  H18  H19  H18  H19   

ケースの処遇・援助に  

関する相談   
24  27  2  18    22  28  2  67  68   

ケース援助関連以外  
3   6   の相談  3   5   8  17  22  10  2  36  41   

情報提供に関する相談  3   2   8  10    10  45  55  14    81  88   

その他  5    4  10  9  

計   30  35  10  15  34  29  89  106  30  23  193  208   
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